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中
園
商
標
法
(
一
九
二
三
)
施
行
前
後
の
外
園
企
業
商
標
保
護
瞳
制

|
|
中
日
・
中
英
商
標
権
侵
害
紛
争
を
中
心
に
|
|

本

里子

英

は

じ

め

一
八
九

O
年
以
来
中
国
各
地
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
企
業
が
製
造
販
宣
し
て
い
た
軽
工
業
製
品
を
標
的
と
し
た
商
標
権
侵
害
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紛
争
が
頻
護
し
た
。
事
態
を
憂
慮
し
た
三
園
政
府
は
、
義
和
園
事
問
問
先
後
に
清
朝
政
府
と
締
結
し
た
通
商
航
海
保
約
の
中
に
、
白
園
企
業
製
品
の

商
標
権
を
保
護
す
る
こ
と
を
担
っ
た
篠
丈
を
盛
り
込
ま
せ
た
。
清
朝
政
府
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
首
座
の
措
置
と
し
て
天
津
と
上
海
の
海
闘
に
暫

定
的
な
商
標
登
記
所
を
開
設
し
、
在
華
外
国
企
業
に
白
枇
製
品
商
標
を
仮
登
記
さ
せ
、
商
標
法
が
制
定
施
行
さ
れ
た
暁
に
は
、
こ
れ
を
優
先
的

に
登
録
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
後
に
起
こ
っ
た
事
態
は
、
首
事
者
の
預
想
と
は
か
け
は
な
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
原
因
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
日
本
政

府
・
企
業
の
動
向
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
、
清
朝
政
府
商
務
部
か
ら
商
標
法
の
起
草
に
協
力
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
請
を
受
け
た
機
舎
を
利
用

し
、
先
登
録
主
義
の
原
則
に
基
づ
く
日
本
商
標
法
(
一
八
九
九
)
(
以
下
、
日
本
商
標
法
[
一
八
九
九
]
と
表
記
)
を
中
園
に
移
植
し
よ
う
と
目
論
ん

だ
。
そ
の
成
果
が
、
清
朝
政
府
商
務
部
が
日
本
人
顧
問
の
協
力
を
得
て
起
草
し
た
「
商
標
註
冊
試
株
主
早
程
』
で
あ
る
。

日
本
企
業
も
政
府
に
歩
調
を
合
わ
せ
、
欧
米
企
業
製
品
の
商
標
を
僑
造
、
模
造
し
た
だ
け
の
白
枇
製
品
商
標
を
、
先
登
録
主
義
の
原
則
を
悪



用
し
て
、
欧
米
企
業
の
員
正
商
標
に
先
ん
じ
て
中
国
首
局
に
登
記
認
定
さ
せ
、
中
園
で
の
「
合
法
」
的
な
地
位
を
先
取
り
し
よ
う
と
企
ん
だ
。

日
本
政
府
・
企
業
の
音
山
園
は
、

日
露
戦
争
直
後
か
ら
露
骨
に
な
り
、
在
華
欧
米
企
業
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
を
筆
頭
と
す
る
西
洋
列
圏
外
交
圏

の
施
行
は
、
西
洋
列
圏
外
交
圏
の
強
硬
な
反
封
に
よ
っ
て
無
期
延
期
に
追
い
込
ま

の
反
設
を
招
い
た
。
そ
の
結
果
、
『
商
標
註
冊
試
耕
土
早
程
』

れ
て
し
ま
っ
た
。

第
二
の
原
因
は
、
中
国
側
の
針
躍
に
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
、

ア
メ
リ
カ
と
の
通
商
航
海
候
約
締
結
後
、
清
朝
政
府
、
北
京
政
府
は
、
華

商
・
華
人
企
業
が
外
圃
製
品
商
標
を
印
刷
し
た
包
装
紙
、
容
器
に
粗
悪
品
を
詰
め
て
販
貰
す
る
こ
と
だ
け
は
最
し
く
取
り
締
ま
る
よ
う
に
な
っ

た
。
だ
が
、
外
国
製
品
の
商
品
名
、
商
標
固
案
の
一
部
を
模
倣
し
た
商
標
を
附
け
た
製
品
を
製
造
販
責
す
る
場
合
は
、
極
力
華
商
・
華
人
企
業

を
庇
っ
て
い
た
。

中
国
政
府
や
華
商
・
華
人
企
業
に
釘
し
て
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
は
、
封
照
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
日
本
の
場
合
、
出
先
外
交
官
の
不
手
際
か
ら

華
商
・
華
人
企
業
に
よ
る
日
本
企
業
製
品
商
標
の
模
遣
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、

一
九

O
九
年
以
降
日
本
企
業
製
品
は
、
華
商
・
華
人
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企
業
に
よ
る
模
造
品
製
造
販
買
事
業
の
格
好
の
標
的
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、

日
本
政
府
は
、
中
園
政
府
に
商
標
法
の
制
定
施
行
を
執
拘
に
要

求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
封
し
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
・
企
業
は
、
華
商
・
華
人
企
業
に
つ
け
い
る
隙
を
奥
え
な
か
っ
た
。
在
華
イ
ギ
リ
ス
企
業
は
、
白
一
吐
製
品
商

標
と
少
し
で
も
紛
ら
わ
し
い
商
標
を
つ
け
た
中
園
企
業
製
品
を
見
つ
け
る
と
、
自
国
領
事
館
を
通
じ
て
地
元
政
府
に
匪
力
を
か
け
る
だ
け
で
、

白
枇
製
品
商
標
保
護
封
策
に
十
分
放
果
を
上
げ
て
い
た
。
彼
ら
は
華
商
・
華
人
企
業
を
恐
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
恐
る
べ
き
存
在
は
、

華
商
・
華
人
企
業
と
結
託
し
、
自
社
企
業
製
品
商
標
の
模
造
品
を
製
造
販
買
す
る
日
本
企
業
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、

歴
代
中
国
政
府
が
日
本
商
標
法
(
一
八
九
九
)
を
下
敷
き
に
し
た
商
標
法
を
、

の
制
定
施
行
に
反
封
し
績
け
た
。

日
本
企
業
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
法
律
で
あ
る
と
見
な
し
、
そ
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そ
れ
で
も
北
京
政
府
は
、
濁
自
の
商
標
法
制
定
を
あ
き
ら
め
ず
、
遂
に
一
九
二
三
年
五
月
、
中
国
史
上
初
の
商
標
法
(
以
下
、
商
標
法
[
一
九
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二
一
三
と
表
記
)
施
行
制
定
に
成
功
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
首
初
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
を
承
認
し
な
か
っ
た
。
清
朝
政
府
、
北
京
政
府
と
背
後
で
結
託
し
て
い
た
日
本
政
府
へ
の

不
信
感
は
も
と
よ
り
、
北
京
政
府
下
級
職
員
の
力
量
に
も
不
信
を
抱
い
て
い
た
同
園
政
府
は
、
在
華
イ
ギ
リ
ス
企
業
製
品
商
標
の
保
護
は
、
あ

く
ま
で
も
中
英
通
商
航
海
候
約
に
基
づ
い
て
海
闘
が
捨
首
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
在
華
自
国
企
業
に
も
こ
の
方
針
を
遵
守
す
る
よ
う
呼

び
か
け
て
い
た
。

だ
が
、
在
華
イ
ギ
リ
ス
企
業
は
も
と
よ
り
外
園
企
業
の
大
半
は
、
こ
の
呼
び
か
け
に
従
わ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
白
園
政
府
の
制
止
を
振
り
切

っ
て
北
京
政
府
商
標
局
に
白
枇
製
品
商
標
の
登
録
申
請
を
行
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
や
他
の
西
洋
諸
圃
政
府
は
、

(
1
)
 

年
九
月
に
か
け
て
同
法
を
位
々
承
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
五
年
五
月
か
ら
一
九
二
六

そ
れ
で
は
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
は
、
在
華
外
国
企
業
が
保
有
す
る
商
標
保
護
に
封
し
て
賓
際
に
ど
の
程
度
放
果
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
回
答
を
直
哉
記
し
た
史
料
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。
従
っ
て
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
の
殺
果
を
検
誼
す
る
に
は
、
昔
時

起
こ
っ
て
い
た
商
標
権
侵
害
紛
争
の
具
躍
的
事
例
に
則
し
て
検
討
す
る
し
か
な
い
。

(
2
)
 

こ
の
よ
う
な
課
題
意
識
を
満
た
す
商
標
権
侵
害
紛
争
の
事
例
は
、
日
本
外
務
省
史
料
館
所
載
の
『
日
本
外
務
省
記
録
」
、
イ
ギ
リ
ス
固
立
公

(
3
)
 

丈
書
館

q
r
F
(
H
O
E
-
旨口『
2
2
)
所
戴
の
領
事
報
告

(HHONN∞
)
、
蓋
湾
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
所
載
外
交
棺
案
、
並
び
に
『
蘇
州
商
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舎
槍
案
叢
編
第
三
輯
」
(
華
中
師
範
大
事
出
版
枇
、
二
O
O
九
年
)
に
残
さ
れ
た
、
全
部
で
一
一
一
件
の
日
中
、
英
中
商
標
権
侵
害
紛
争
で
あ
る
。
本

稿
は
、
こ
の
一
一
一
件
の
事
例
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
が
、

日
本
と
イ
ギ
リ
ス
雨
国
政
府
の
珠
想
を
超
え
た
致
力
を
護
揮

し
て
い
た
こ
と
を
賓
誼
し
、
こ
れ
を
施
行
制
定
し
た
北
京
政
府
の
役
割
を
再
評
慣
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

併
せ
て
本
稿
は
、
商
標
法
竺
九
二
三
)
を
施
行
す
る
北
京
政
府
を
、
同
時
代
の
華
商
・
華
人
企
業
が
ど
う
見
て
い
た
か
も
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
、
光
緒
新
政
期
以
来
、
中
圏
全
土
で
湯
済
と
し
て
起
こ
っ
た
「
中
華
民
族
主
義
」
感
情
の
突
き
上
げ
を
受
け
る
中
で
、
清
朝
政
府
か
ら

引
き
継
い
だ
、
イ
ギ
リ
ス
、

日
本
、

ア
メ
リ
カ
と
の
通
商
航
海
保
約
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
北
京
政
府
の
苦
し
い
立
場
を
も
明
ら



、a
o

」

J

，-、
0

4
M
1
M
1」
手
/
し

な
お
、
本
稿
で
扱
う
商
標
権
侵
害
紛
争
に
は
数
多
く
の
商
標
見
本
が
史
料
に
添
附
さ
れ
て
い
る
。
可
能
な
ら
ば
そ
の
全
て
を
引
用
紹
介
し
た

か
っ
た
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
六
黙
に
と
ど
め
た
。

日
中
商
標
権
侵
害
紛
争
に
封
す
る
影
響

五
回
運
動
に
件
、
つ
日
貨
排
斥
運
動
に
よ
っ
て
、
日
本
企
業
製
品
の
評
判
は
急
落
し
た
。
そ
の
影
響
で
、
華
商
・
華
人
企
業
は
、

品
商
標
の
模
造
商
品
を
製
造
販
貰
し
な
く
な
っ
た
。

日
本
企
業
製

告
田
時
の
模
様
を
、
午
荘
日
本
領
事
館
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
「
近
年
支
那
各
地
共
、
圃
貨
提
唱
盛
に
し
て
多
く
の
商
品
は
支
那
品

と
し
て
責
出
す
方
[
が
]
、

日
本
口
問
と
す
る
よ
り
も
、
顧
客
の
人
気
に
投
じ
、
責
行
良
好
な
る

[
に
]
よ
り
、
仮
令
日
本
品
を
模
造
す
る
こ
と
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日
本
品
と
見
倣
さ
る
こ
と
の
不
利
盆
な
る

(
4
)
 

商
標
権
侵
害
紛
争
は
姿
を
泊
し
て
し
ま
っ
た
、
と
。

あ
る
も
、
其
の
商
標
を
侵
し
、

[
に
]
よ
り
(

]
内
及
び
句
讃
貼
引
用
者
。
以
下
同
様
。
)
」
、
日
中
間

特
に
花
形
輸
出
商
品
で
あ
っ
た
マ
ッ
チ
の
場
合
、
「
釘
華
二
十
一
箇
候
要
求
」
に
封
す
る
激
烈
な
抗
議
運
動
の
あ
っ
た
一
九
一
五
年
以
来
、

そ
の
封
中
国
輸
出
量
は
漸
減
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
園
内
市
場
の
空
隙
を
九
江
、
漢
口
、
上
海
、
蘇
州
の
華
商
・
華
人
企
業
製
品
が
埋
め

(
5
)
 

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

だ
が
、
日
貨
排
斥
運
動
は
長
績
き
し
な
か
っ
た
。
華
商
・
華
人
企
業
の
製
品
は
、
日
本
製
品
の
品
質
に
太
刀
打
ち
で
き
ず
、
中
国
の
消
費
者

(
6
)
 

は
し
ば
ら
く
す
る
と
、
再
ぴ
粗
悪
な
中
園
製
品
に
そ
っ
ぽ
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
華
商
・
華
人
企
業
は
再
び
日
本
企
業
製
品
を

針
象
と
し
た
模
造
品
を
製
造
販
責
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
前
同
様
そ
の
行
局
を
正
首
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
首
時
の
賓
情
は
、
次
の
事
件
か

ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
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山
「
東
洋
燐
寸
株
式
舎
一
吐
釘
属
中
興
公
司
事
件
」
第
一
次
世
界
大
戦
勃
護
を
契
機
と
す
る
軽
工
業
製
品
ブ
ー
ム
に
釆
っ
て
、
庚
東
で
は
日
本

製
マ
ッ
チ
の
傷
遺
品
、
模
造
品
を
製
造
販
買
す
る
華
商
・
華
人
企
業
の
製
造
工
場
が
増
加
し
、
日
本
製
マ
ッ
チ
の
販
責
数
が
激
減
し
た
。
そ
の

典
型
例
と
し
て
贋
東
日
本
領
事
館
が
報
告
し
た
の
が
本
事
件
で
あ
る
。

麿
東
日
本
領
事
館
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
商
標
権
を
侵
害
さ
れ
て
い
た
の
は
、
東
洋
燐
寸
株
式
合
一
吐
が
保
有
す
る
「
射
鹿
」
、
「
金
銭
」
、
「
龍

門
」
、
「
幡
桃
」
商
標
で
あ
り
、
模
造
品
を
製
造
販
責
し
て
い
た
の
は
、
慶
中
興
と
い
う
華
商
・
華
人
企
業
で
あ
っ
た
。
事
態
を
調
査
し
た
北
京

政
府
外
務
部
交
渉
員
、
李
錦
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
種
の
商
標
中
、
特
に
「
射
鹿
」
商
標
の
模
造
商
標
と
さ
れ
た
「
射
幅
鹿
」
商
標
を
保
有
し

て
い
た
の
は
、
属
中
興
の
司
理
、
程
敬
年
と
い
う
華
商
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
属
中
興
は
一
九
一
七
年
に
閉
屈
し
、
程
敬
飴
が
こ
れ
を
引
き
継
ぎ
、

(
7
)
 

番
高
牒
市
橋
で
帥
営
業
を
再
開
し
て
い
た
と
い
う
。

李
錦
繍
は
、
日
本
側
の
取
締
要
求
を
拒
否
し
た
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
模
造
商
標
と
さ
れ
た
も
の
は
、
由
民
東
省
省
長
公
署
に
登
記
済
み
で

68 

あ
り
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
特
に
属
中
興
の
「
射
幅
鹿
」
商
標
の
場
合
、
そ
の
上
端
に
は
、
「
麿
中
興
廠
」
と
銘
打
っ
て
あ
り
、
「
恰
和
洋
行

(
8
)
 

目。
m
o
γ
Eロ
」
と
銘
打
っ
て
あ
る
東
洋
燐
寸
の
製
品
商
標
と
は
別
物
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
封
し
藤
田
栄
介
贋
東
領
事
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
そ
も
そ
も
麿
東
省
省
長
公
署
に
登
記
済
み
と
い
う
が
、
そ
れ
は
中
園
圏
内

法
に
基
づ
く
手
績
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
園
が
日
本
と
の
通
商
航
海
保
約
締
結
に
よ
っ
て
負
っ
た
義
務
遵
守
を
克
れ
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
国
際
法
の
通
例
か
ら
見
て
も
、
中
国
側
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
「
射
幅
鹿
」
商
標
の
圃
案
は
、
「
射
鹿
」
商
標
に
多
少
の
嬰
更

(
9
)
 

を
加
え
た
だ
け
の
模
造
商
標
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
「
射
鹿
」
商
標
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
、
と
。

李
錦
繍
も
引
き
下
が
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
本
件
白
睦
の
解
決
は
困
難
で
あ
る
が
、
類
似
の
事
件
再
護
防
止
の
た
め
、
た
と
え
東
洋
燐
寸
株

式
合
日
祉
が
そ
の
全
製
品
商
標
を
上
海
の
海
闘
に
仮
登
録
済
み
で
あ
っ
て
も
、
一
債
東
省
省
長
公
署
に
登
録
せ
よ
。
現
に
在
華
ア
メ
リ
カ
企
業
も
そ

(
日
)

う
し
て
い
る
、
と
主
張
し
た
。

日
本
側
は
こ
の
主
張
に
従
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
中
園
側
は
、
こ
の
事
件
設
生
以
前
に
華
商
・
華
人
企
業
が
慶
東
省
省
長
公
署
に
登
録
し
て
い



た
商
標
を
使
用
禁
止
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
主
張
し
、

(
日
)

日
本
側
を
憤
慨
さ
せ
て
い
た
。

こ
の
事
件
で
の
李
錦
輸
の
一
連
の
護
言
は
、
日
本
企
業
が
次
の
二
つ
の
前
例
で
見
せ
た
手
口
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
一
の
前
例

事
件
」

と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
上
海
曾
審
街
門
で
審
理
が
行
わ
れ
た
「
h
r
g巾
σ
O
H
O
E
-
冨
吉
正
白
O
E己
認
の
0

・
(
教
斯
勃
羅
公
司
)
釘
永
其
鮮

(ロ)

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
原
告
は
ア
メ
リ
カ
の
化
粧
品
曾
枇
で
、
大
阪
の
製
造
業
者
松
本
竹
次
郎
が
白
祉
製
品
、

4
0
B白骨

〈
自
己
Hロ
ペ
商
標
を
模
造
し
た
寸
O
B日
伝
〈
2
2
H
H
3
商
標
を
日
本
政
府
特
許
躍
に
登
録
し
、
こ
れ
を
附
け
た
化
粧
品
他
三
種
類
の
模
造
商
品

を
、
中
園
に
輸
出
販
貰
し
て
い
た
こ
と
を
察
知
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
阻
止
す
べ
く
、
松
本
の
模
浩
一
商
品
を
輸
入
販
責
し
て
い
た
上
海
在
住

華
商
を
相
手
取
っ
た
民
事
訴
訟
を
、
上
海
舎
審
街
門
に
起
こ
し
た
。

こ
れ
に
封
し
て
松
本
は
、
自
ら
が
製
造
し
た
模
造
商
標
四
種
類
中
三
種
類
が
日
本
政
府
特
許
膳
か
ら
登
録
認
定
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
根
擦

に
、
こ
の
裁
判
は
、

日
米
関
商
標
権
侵
害
紛
争
事
件
と
し
て
、

日
本
の
裁
判
所
が
扱
う
べ
き
事
件
で
あ
り
、
華
商
を
庭
罰
す
る
こ
と
は
遁
首
で
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な
い
と
主
張
し
た
。
も
し
、
こ
の
裁
判
が
日
本
の
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
た
場
合
、
松
本
が
保
有
す
る
商
標
は
、
日
本
政
府
特
許
聴
か
ら
登
録
認

定
済
み
で
あ
る
か
ら
、
被
告
側
勝
訴
の
判
決
が
下
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。

(UF巾
印
巾
寸

O
H
g
m
F
E
自
己
向
。
E
E
H
m
h
o
-
は
そ
の
よ
う
な
愚
を
犯
す

こ
と
な
く
、
白
枇
製
品
の
商
標
権
を
守
る
た
め
に
、
松
本
の
製
造
し
た
模
造
商
品
を
輸
入
販
責
し
て
い
た
上
海
在
住
華
商
を
相
手
取
っ
て
裁
判

闘
争
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
、
北
京
政
府
外
交
部
を
巻
き
込
ん
だ
外
交
問
題
に
護
展
し
た
。
交
渉
は
採
め
に
採
め
た
が
、
結
局
最
終
的
に
合
審
街
門
が
下
し

た
判
決
は
、
こ
の
事
件
原
告
被
告
の
主
張
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
め
ぐ
る
判
断
は
今
後
の
調
査
に
侯
つ
こ
と
に
し
、
原
告
に
よ
る
販
責
禁
止

請
求
は
却
下
し
、
訴
え
ら
れ
た
華
商
は
全
員
稗
放
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

李
錦
繍
が
、
属
中
興
の
「
射
幅
鹿
」
商
標
は
、
由
民
東
省
省
長
公
署
に
登
記
済
み
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
日
本
側
の
取
締
要
求
を
拒
否
し
て
い

た
の
は
、
こ
の
事
件
で
の
松
本
側
の
主
張
を
ま
ね
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
庚
東
省
省
長
公
署
に
登
記
済
み
と
い
う
が
、
そ
れ
は
中
園
圏
内
法
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に
基
づ
く
手
績
き
で
あ
る
と
藤
田
康
束
領
事
が
反
論
し
て
い
た
こ
と
が
こ
の
推
論
の
裏
附
け
で
あ
る
。
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「金平ltjタノτコ商標園版ニ「ゴールデン・ヘルメット」タノfコ商標園版ー

出典:固版ーと同一。出典 「公第八四波在日台爾i賓総領事山内四郎→

外務大臣伯爵内田康哉J(一九二二年二月

二五日)附属文書。

第
二
の
前
例
は
、

一
九

O
五
年
に
起
こ
っ
た
「
恰
和
洋
行

目
o
m
o
γ
吉
田
」
と
銘
打
っ
た
東
洋
燐
す
の
製
品
商
標
の
認
定

を
め
ぐ
る
日
中
間
協
議
で
あ
る
。
こ
の
商
標
が
イ
ギ
リ
ス
の
大

商
一
吐
、
ジ
ャ

l
デ
イ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
商
曾
の
漢
語
名
義
を
盗
用

し
て
い
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
、
中
園
官
憲
も
こ
の
貼
を
指
摘

し
て
い
た
。
首
時
こ
の
商
標
の
所
有
者
だ
っ
た
良
燈
枇
は
、
商

標
表
面
に

E
Y
E
P
-ロ
目
o
m
o
』
山
吉
ロ
ョ
と
銘
打
っ
て
あ
る
か

ら
、
こ
れ
が
日
本
企
業
製
品
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
主

(
日
)

張
し
て
、
中
園
側
官
憲
を
軟
ら
せ
て
い
た
。
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李
錦
紛
が
、
麿
中
興
の
「
射
幅
鹿
」
商
標
の
上
端
に
は
「
属

中
興
廠
」
と
銘
打
っ
て
あ
る
か
ら
、
東
洋
燐
寸
の
「
恰
和
洋
行

目
o
m
o
γ
宮
ロ
」
製
品
商
標
と
は
別
物
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

た
の
は
、
こ
の
時
の
良
健
壮
の
護
言
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ

、
「
ノ
。

凶
「
東
亜
煙
草
舎
一
枇
封
梧
和
工
廠
事
件
」
こ
の
事
件
も
、
日

本
企
業
の
手
口
を
異
似
た
華
商
・
華
人
企
業
の
行
動
を
記
し
た

賓
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
華
商
・
華
人
企
業
の
標
的
と
な
っ
た
の

は
、
東
亜
煙
草
舎
一
祉
の
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
」
タ
パ



東華(ママ);開草株式合枇

“Samurai"タバコ商標
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ば
潟
引
み
五
)
/
/

家
蒼
t

ンザ
J
P

々
ヂ
β

園版四British American Tob且cco

Co “Pirates"タバコ商標

政
伊
戸
凶

v
u
，ヘ?

必
h
t
d
M
盛時ペ

4
C
援
ム

園版三

引
Mr

必
M
叶
卜

4~' 

出典.国版ーと同一。

コ
商
標
(
園
版
一
参
照
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東
亜
煙
草
舎

一
吐
が
、
日
本
軍
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
契
機
に
、

ロ
シ
ア
人
消

費
者
の
噌
好
に
合
っ
た
タ
バ
コ
と
し
て
製
造
設
貰
し
た
の
が

出典:固版ーと同一。

」
の
商
品
で
あ
る
。
そ
の
良
好
な
貰
れ
行
き
を
見
て
、

九

一
九
年
頃
か
ら
徳
和
工
廠
と
い
う
華
人
企
業
が
、
「
金
靴
」

(
園
版
二
参
照
)
商
標
タ
バ
コ
と
い
う
模
造
商
品
を
責
り
出

し
た
。
こ
れ
を
見
た
東
亜
側
が
中
園
嘗
局
に
そ
の
取
締
り
を

要
求
し
た
。
地
元
警
察
膳
も
こ
れ
に
一
階
じ
て
、
「
金
靴
」
商

標
タ
バ
コ
の
浸
牧
焼
却
由
処
分
と
製
造
禁
止
を
命
じ
た
。
し
か

し
、
徳
和
工
廠
は
、
そ
の
後
も
「
金
猪
」
、
「
金
[
全
]
球
」

園
案
、
色
調
並
び
に
そ
の
字
様
が
、

71 

商
標
と
い
っ
た
、

「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
」
商
標
そ
っ
く
り
の
模
造
商

標
を
附
け
た
タ
バ
コ
を
販
責
し
績
け
た
。
東
亜
側
の
抗
議
に

針
し
て
、
中
園
嘗
局
側
は
、
徳
和
工
廠
の
製
品
商
標
の
園
案

並
び
に
丈
字
か
ら
、
泊
費
者
は
雨
者
が
別
物
と
容
易
に
識
別

可
能
で
あ
る
と
言
い
張
り
、
そ
も
そ
も
中
園
に
は
模
造
商
標

を
取
り
締
ま
る
法
律
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に

し
て
、
取
り
合
お
う
と
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
東
亜
側
が
取
り
締
ま
り
要
求
を
撤
回
し
な
い
で
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い
る
と
、
徳
和
工
廠
は
、
東
亜
側
も
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
手
口
を
使
っ
て
切
2
5
F
〉
自

2
2ロ
H
o
Eロ
g
h
O
B
U
S
M
-
(
の
『
呂
田
)
r
E
l

号
仏
(
以
下

B
A
T
と
略
)
製
品
の
模
倣
商
品
を
製
造
販
貰
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
言
い
出
し
た
。
そ
の
誼
撮
と
し
て
彼
ら
は
、
東
亜
煙
草
含

一
吐
の
別
製
品
、
「
万
牌
」
「
新
万
牌
」
「
三
泡
墓
」
を
奉
げ
、
も
し
東
亜
側
が
こ
れ
以
上
抗
議
を
績
け
る
な
ら
ば
法
廷
闘
争
も
辞
さ
な
い
構
え
を

見
せ
た
。

徳
和
工
廠
が
言
及
し
た
三
種
類
の
商
標
中
、
「
万
牌
」
と
は

B
A
T
の

E
E
E
Zヘ
商
標
(
圃
版
三
参
照
)
の
こ
と
で
あ
り
、
「
新
刀
牌
」
と
は
、

そ
の
園
案
を
模
倣
し
た
東
亜
煙
草
舎
一
世
の

εωEgg-3
商
標
(
園
版
回
参
照
)
商
標
の
こ
と
で
あ
る
。
二
枚
の
商
標
見
本
を
見
せ
ら
れ
た
内
田

康
哉
外
相
も
、
東
亜
煙
草
曾
枇
の
完
敗
を
認
め
、
「
支
那
側
反
誼
と
し
て
提
出
し
た
る
「
パ
イ
レ

l
ト
』
模
造
商
標
「
サ
ム
ラ
イ
』
は
、

(
川
)

す
る
模
造
た
る
こ
と
事
も
疑
無
之
慮
、
:
:
:
遁
首
の
方
法
を
講
じ
撤
去
方
」
と
、
山
内
四
郎
領
事
に
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

見

東
亜
煙
草
舎
一
吐
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
徳
和
工
廠
が
そ
の
後
火
災
に
遭
い
、
事
業
継
績
困
難
に
陥
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
徳
和

(
日
)

工
廠
は
、
自
ら
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
模
造
商
標
全
て
を
東
亜
側
が
買
い
取
る
よ
う
提
案
し
た
の
だ
っ
た
。

徳
和
工
廠
の
主
張
は
、
東
洋
燐
寸
の
「
恰
和
洋
行
目
。

m
c
γ
Eロ
」
商
標
を
め
ぐ
る
日
本
側
の
主
張
を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ
の
後
の
模
造
商

72 

標
買
い
取
り
提
案
も
こ
れ
と
は
別
な
前
例
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
露
戦
争
終
結
直
後
に
上
海
と
大
阪
で
起
こ
っ
た
「
日
円

(
同
)

巴
E
E
r
k
f
E
g
m巾
伶

ω。
ロ
印
封
小
西
半
兵
衛
事
件
」
で
あ
る
。
同
事
件
は
、
大
阪
の
製
造
業
者
、
小
西
宇
兵
衛
が
、
原
告
の
所
有
す
る

な

わ

同

o
g
Eぺ
商
標
園
案
を
そ
っ
く
り
盗
用
し
、
舎
枇
名
、
製
造
地
と
製
品
名
だ
け
を
遣
え
た
「
鰐
印
」
商
標
を
白
枇
製
品
に
使
用
し
て
い
た

こ
と
に
始
ま
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
小
西
は
、

r
A
H
0
8門
芭
ぺ
商
標
よ
り
も
先
に
日
本
圏
内
で
登
記
申
請
し
て
、

日
本
政
府
の
登
録
認
定
を
受
け

た
後
、
上
海
の
海
闘
で
も
仮
登
録
手
績
き
を
済
ま
せ
、
清
朝
政
府
が
『
商
標
註
冊
試
梯
章
程
』
を
施
行
し
た
時
貼
で
、
清
朝
政
府
に
「
鰐
印
」

商
標
を
先
登
録
主
義
の
原
則
に
従
っ
て
「
合
法
的
商
標
」
と
認
定
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
れ
れ
の
ち
の

O
Eペ
商
標
を
「
非
合
法
化
」
し
よ
う
と
目

論
ん
で
い
た
。

小
西
の
企
て
を
察
知
し
た

ω
ロ
巴
E
E
r
kピ
E
g
m巾
除

ω
0
5
の
日
本
人
捕
護
士
が
、
小
西
に
「
鰐
印
」
商
標
の
登
記
取
り
下
げ
を
要
求



し
た
と
こ
ろ
、
小
西
は
、
逆
に
「
鰐
印
」
商
標
の
使
用
権
を
高
額
で
買
い
取
る
よ
う
要
求
し
た
。
事
態
を
憂
慮
し
た

ω
可
巴
E
E
F
E自
己

品
巾
除

ω
0
5
側
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
事
件
の
解
決
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
、
事
件
は
外
交
問
題
に
護
展
し
、
結
局
日
本
政
府
の
依
頼

を
受
け
た
大
阪
府
知
事
が
、
小
西
に
「
鰐
印
」
商
標
登
録
を
取
り
下
げ
さ
せ
る
形
で
決
着
が
つ
い
た
。
徳
和
工
廠
の
商
標
買
い
取
り
提
案
は
、

小
西
が

2H
巴
E
E
F
K
F
H
E
g
m巾
除

ω05(U0・
の
日
本
人
静
護
士
に
封
し
て
行
っ
た
提
案
を
参
考
に
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
で
は
、
日
本
企
業
製
品
商
標
を
侵
害
す
る
中
園
企
業
と
、
こ
れ
を
庇
う
地
方
政
府
首
局
の
態
度
は
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
の
制
定
施

行
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
嬰
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
「
春
元
商
庖
封
慶
泰
恒
事
件
」
春
元
商
屈
は
、
化
粧
品
製
造
販
買
業
者
で
あ
る
。
白
枇
製
品
、
九
重
石
鹸
の
商
標
を
一
九
一
九
年
一

O
月

九
日
附
で
上
海
の
海
闘
に
仮
登
録
(
登
録
番
競
一
五
一
一
一
一

O
)
し
、
午
荘
在
住
の
日
本
人
、
吉
田
繁
治
郎
を
通
じ
て
東
北
地
方
一
帯
へ
の
販
責
を

行
っ
て
い
た
。
す
る
と
、
牛
荘
二
官
塘
北
街
在
住
の
慶
泰
恒
な
る
華
商
・
華
人
企
業
が
九
重
石
鹸
商
標
に
酷
似
し
た
模
造
商
品
を
、

九
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年
春
ご
ろ
か
ら
製
造
販
責
す
る
よ
う
に
な
り
、
春
元
商
庖
は
少
な
か
ら
ぬ
損
害
を
受
け
た
た
め
、
地
元
政
府
首
局
に
模
造
品
の
製
造
販
責
停
止

(
げ
)

と
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
起
し
た
事
件
で
あ
る
。

事
件
を
調
査
し
た
地
元
警
察
官
局
は
、

日
本
側
の
主
張
に
正
首
性
を
認
め
、
慶
泰
恒
の
工
場
を
閉
鎖
し
、
模
造
商
品
の
在
庫
全
て
を
浸
牧
、

販
貰
庖
に
残
る
現
存
品
も
全
て
回
収
し
た
だ
け
で
な
く
、
模
造
商
品
の
鋳
型
、
在
庫
品
及
ぴ
商
標
も
悉
く
浸
取
の
上
廃
棄
慮
分
に
附
し
た
。
た

だ
、
慶
泰
恒
は
元
々
貧
し
い
茶
商
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
第
三
九
僚
が
規
定
す
る
、

一
年
以
下
の
徒
刑
も
し
く
は
五

0
0
元
以
下
の
罰
金
と
物
件
浸
牧
の
型
通
り
の
遁
用
だ
け
は
容
赦
し
て
欲
し
い
と
情
朕
酌
量
を
要
請
し
、
日
本
側
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
事
件

(
日
)

は
解
決
し
た
。
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凶
「
安
住
大
薬
房
封
義
緊
興
・
華
美
公
司
事
件
」
安
住
大
薬
房
は
、

一
九
二
三
年
一
一
月
一
一
一
日
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
の
規
定
に
従
つ
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て
自
社
製
品
で
あ
る
殺
虫
剤
の
商
標
「
野
猪
牌
」
を
登
録
申
請
後
、
大
阪
の
代
理
屈
小
林
盛
光
堂
(
西
匝
梅
本
町
)
と
大
阪
華
商
、
一
帽
順
泰
(
西

匿
川
口
町
九
五
番
)
を
介
し
て
山
東
省
に
輸
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
模
造
商
標
を
附
け
た
粗
悪
品
が
出
回
っ
て
い
る
事
に
試
が
つ
き
、
青
島
警

察
一
陣
に
取
締
り
を
依
頼
し
た
。

「
野
猪
牌
」
の
模
造
商
標
を
附
け
た
粗
悪
品
を
製
造
販
宣
し
て
い
た
の
は
、
ブ
リ
キ
商
居
、
義
緊
興
と
華
美
公
司
と
い
う
華
商
・
華
人
企
業

で
あ
る
。
義
緊
興
は
青
島
直
隷
路
在
住
で
、
前
年
に
「
叶
巾

ω巾
Z
E括
(
漢
字
名
不
詳
)
」
な
る
華
商
・
華
人
企
業
か
ら
ノ
ミ
取
り
粉
容
器
用

の
小
紙
製
造
と
商
標
貼
附
の
注
文
を
受
け
な
が
ら
、
依
頼
人
が
こ
れ
を
引
き
取
ら
ず
、
商
品
の
慮
分
に
困
り
、
日
本
買
薬
株
式
含
枇
青
島
支
庖

よ
り
除
虫
菊
粉
を
購
入
し
、
模
造
品
を
販
貰
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
。
一
方
、
華
美
公
司
の
方
は
、
相
栓
固
な
資
産
を
有
す
る
青
島
牽

西
鎮
雲
南
路
在
住
の
化
粧
品
販
責
業
者
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
安
住
大
薬
房
の
「
野
猪
牌
」
殺
虫
剤
が
販
買
賓
績
良
好
な
こ
と
に
目
を
つ
け
、
青

島
市
北
京
路
に
あ
る
共
合
印
刷
所
に
模
造
商
標
五
寓
枚
を
印
刷
さ
せ
、
義
緊
興
製
の
小
甑
の
み
な
ら
ず
、
山
東
路
の
徳
鮮
張
な
る
華
商
・
華
人

企
業
に
も
製
造
さ
せ
た
容
器
、
六

O
個
入
り
一
箱
に
換
算
し
て
五
、
六
百
箱
分
の
模
造
商
品
を
青
島
市
内
並
び
に
臨
済
線
沿
線
各
地
で
手
麿
く

販
貰
し
て
い
た
。
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日
本
側
の
通
報
を
受
け
た
中
国
側
関
係
機
関
は
直
ち
に
封
麿
し
た
。
義
緊
興
は
、
在
庫
品
に
貼
り
附
け
で
あ
っ
た
商
標
を
全
て
麿
棄
庭
分
に

さ
せ
ら
れ
、
残
存
す
る
商
標
も
、
全
て
日
本
側
に
引
き
渡
さ
せ
ら
れ
た
上
で
、
二
度
と
こ
の
様
な
こ
と
を
し
な
い
と
誓
約
さ
せ
ら
れ
た
。

華
美
公
司
は
、
日
本
側
の
抗
議
を
受
け
た
後
も
な
お
、
模
造
商
品
を
隠
匿
す
る
等
、
態
度
が
悪
諌
な
の
で
、
警
察
膳
が
手
持
ち
の
商
標
並
び

に
製
造
機
械
一
切
を
押
収
し
、
模
造
品
製
造
販
責
の
賓
行
犯
の
逮
捕
拘
留
に
及
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
腰
豚
同
郷
合
同
長
、
雲
南
街
長
、
西
嶺
市
場

所
長
等
地
元
有
力
者
が
和
解
交
渉
に
乗
り
出
し
た
。
彼
ら
に
よ
る
調
停
の
結
果
、
華
美
公
司
が
保
有
し
て
い
た
模
造
商
標
及
び
こ
れ
に
附
随
す

る
印
刷
物
は
全
て
日
本
側
に
引
き
渡
し
、
模
造
商
標
原
板
も
破
棄
し
、
『
大
青
島
報
」
、
『
済
南
日
報
』
に
謝
罪
麿
告
を
一
週
間
掲
載
す
る
こ
と

(
日
)

で
、
事
件
は
解
決
し
た
。

こ
の
他
に
も
日
本
企
業
は
、
か
ね
て
懸
案
だ
っ
た
事
件
を
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
制
定
施
行
の
機
に
乗
じ
て
、
自
ら
に
有
利
な
形
で
解
決



す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。
そ
れ
が
次
の
事
件
で
あ
る
。

同
「
野
村
外
士
口
封
中
華
工
廠
事
件
」
こ
れ
は
、

南
久
賓
寺
町
二
丁
目
三
番
地
在
住
の
製
造
業
者
粂
商
人
で
、
中
圃
首
局
に
働
き
か
け
、
彼
が
所
有
し
て
い
た
「
都
乃
花
」
石
鹸
商
標
の
模
造

(
初
)

商
品
を
製
造
販
宣
し
て
い
た
同
地
、
水
安
街
の
中
華
工
廠
に
、
こ
れ
を
差
し
止
め
さ
せ
た
。

一
九
二
三
年
に
遼
陽
で
愛
生
し
た
商
標
権
侵
害
事
件
で
あ
る
。
野
村
外
吉
は
、
大
阪
市
東
匝

一
見
何
の
蟹
哲
も
な
い
事
件
に
見
え
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
清
末
以
来
の
紛
争
の
延
長
な
の
で
あ
る
。
「
都
乃
花
」
商
標
が
、
華
商
・
華
人
企
業
に
よ
っ
て
模
造
さ
れ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な

ぃ
。
そ
も
そ
も
、
「
都
乃
花
」
と
は
、
か
つ
て
天
津
で
白
粉
を
製
造
販
責
し
て
い
た
松
井
製
造
が
所
有
し
て
い
た
商
標
で
あ
っ
た
。
松
井
製
造

は
一
九

O
九
年
、
有
毒
成
分
を
含
む
そ
の
模
造
商
品
を
製
造
販
責
し
て
い
た
芝
蘭
香
牙
粉
公
司
を
相
手
取
っ
て
、
そ
の
販
責
禁
止
を
求
め
る
訴

え
を
天
津
審
判
鷹
に
起
し
て
い
た
。
こ
の
時
の
訴
え
は
、
地
元
華
商
・
華
人
企
業
の
猛
反
護
に
遭
っ
て
、
松
井
製
造
は
告
訴
取
り
下
げ
を
飴
儀

ま
た
、
遼
陽
の
事
件
で
「
都
乃
花
」
石
鹸
商
標
の
所
有
者
と
さ
れ
て
い
た
野
村
外
吉
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
か
ら
中
園
で
人
気
の
高
か
っ

75 

な
く
さ
れ
て
い
た
。

た
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
企
業
製
品
の
模
造
商
標
を
附
け
た
商
品
を
中
園
各
地
に
輸
出
し
、
中
国
や
日
本
政
府
首
局
、
在
華
英
米
企
業
関
係
者

(
引
)

か
ら
日
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
日
く
附
き
の
人
物
で
あ
っ
た
。
野
村
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
商
標
の
所
有
権
を
手
に
入
れ
た
か
は
不
明
で
あ

る
。
野
村
は
、
こ
の
日
く
附
き
の
商
標
所
有
権
を
手
に
入
れ
る
と
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
の
規
定
に
沿
っ
て
登
記
手
績
き
を
済
ま
せ
て
中
園

官
憲
を
味
方
に
附
け
、
か
つ
て
松
井
製
造
が
犯
し
た
失
敗
を
回
避
し
、
模
造
品
を
製
造
販
買
す
る
華
商
・
華
人
企
業
を
や
り
込
め
る
こ
と
に
成

功
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
、
っ
。

こ
の
三
件
は
、
在
華
日
本
企
業
が
白
枇
製
品
商
標
を
北
京
政
府
商
標
局
に
登
記
し
て
い
た
た
め
、
華
商
・
華
人
企
業
に
よ
る
商
標
権
侵
害
に

封
し
て
有
数
な
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
た
賓
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
園
商
標
局
に
商
標
登
録
手
績
き
を
行
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
北
京
政
府
は
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日
本
企
業
商
標
を
保
護
し
な
か
っ
た
。
そ
の
賓
例
が
、
次
の
三
事
件
で
あ
る
。
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川
間
「
帝
固
製
糸
株
式
舎
一
吐
(
以
下
「
帝
園
製
糸
」
と
略
)
封
明
遠
公
司
事
件
」
明
遠
公
司
は
杭
州
在
住
の
華
商
・
華
人
企
業
で
あ
る
。
同
公
司

は
、
帝
国
製
糸
が
所
有
す
る
「
綜
統
糸
」
商
標
(
日
本
圏
内
登
録
済
み
、
ま
た
上
海
で
伎
な
録
済
み
だ
が
、
北
京
政
府
商
標
局
に
は
未
登
録
)
の
俄
遺
品

を
一
九
二
三
年
以
来
製
造
販
責
し
て
い
た
た
め
、
帝
国
製
糸
は
、
明
遠
公
司
に
封
し
て
備
造
製
品
製
造
販
責
の
停
止
と
謝
罪
、
牒
知
事
官
局
に

針
し
て
は
備
遺
商
標
の
況
放
を
要
求
し
た
。
だ
が
明
遠
公
司
側
は
、
事
前
に
内
通
者
か
ら
通
報
を
受
け
て
い
た
ら
し
く
、
賓
行
犯
を
匿
ま
う
は

も
と
よ
り
偶
遺
品
、
俄
造
商
標
の
現
物
も
隠
し
通
し
た
。
豚
知
事
首
局
は
、
商
標
を
印
刷
し
た
「
商
業
印
刷
所
」
の
帳
簿
を
調
査
し
、
備
遺
品

の
製
造
を
注
文
し
た
の
が
「
興
業
公
司
」
と
い
う
華
商
・
華
人
企
業
で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
は
突
き
止
め
た
も
の
の
、
「
興
業
公
司
」
を
捜
索
し

て
も
、
傷
造
商
標
や
こ
れ
を
貼
り
附
け
た
商
品
等
、
物
的
詮
擦
が
何
一
つ
押
収
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
「
綜
統
糸
」
商
標
白
瞳
、
中
園
商

(
泣
)

標
局
に
登
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
事
件
は
結
局
誼
擦
不
十
分
で
解
決
に
到
ら
な
か
っ
た
。

間
「
麿
貫
堂
封
長
沙
振
華
工
業
製
造
廠
・
三
善
堂
事
件
」
こ
の
事
件
は
、
長
沙
小
西
門
外
に
庖
舗
を
構
え
て
い
た
麿
貫
堂
が
、

白
壮
製
品
の
頭
痛
薬
商
標
で
あ
っ
た
、
「
一
岬
験
奇
殺

一
九
一
一
一
年
、

76 

頭
痛
太
陽
膏

一
度
貫
堂
老
薬
局
」
(
園
版
五
上
園
参
照
)
を
模
造
し
た
「
柿
験
奇
放

頭
痛

太
陽
膏

珠
章
工
業
製
造
廠
」
(
園
版
五
下
同
参
照
)
を
添
附
し
た
製
品
を
責
り
さ
ば
い
て
い
た
と
し
て
、
長
沙
日
本
領
事
館
を
介
し
て
地
元
首

局
に
、
製
造
元
の
長
沙
振
華
工
業
製
造
廠
と
そ
の
代
理
販
責
庖
で
あ
る
三
善
堂
の
製
造
販
責
差
し
止
め
を
命
じ
る
よ
う
要
求
し
た
事
件
で
あ
る
。

史
料
に
よ
れ
ば
、
唐
貫
堂
は
、
「
頭
痛
太
陽
膏
」
商
標
を
日
本
園
内
で
登
録
し
(
登
録
番
競
代
二
五
二
六
六
競
)
、
中
国
で
も
一
九

O
六
年
四
月
二

一
一
一
日
に
仮
登
録
手
績
き
(
登
録
番
競
第
六
八
四
三
競
)
を
済
ま
せ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
北
京
政
府
商
標
局
に
登
録
し
て
い
た
か
ど
う

か
は
確
認
で
き
な
い
。
長
沙
振
華
工
業
製
造
廠
と
三
善
堂
が
、
園
版
五
下
圃
の
「
模
造
商
標
」
左
側
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
た
「
諜
章
工
業
」

(
恐
ら
く
次
の
事
件
で
模
造
商
標
を
製
造
し
て
い
た
慶
門
の
華
商
・
華
人
企
業
で
あ
ろ
う
)
と
ど
の
よ
う
な
闘
係
に
あ
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
自
社

製
品
の
模
造
品
販
買
を
停
止
せ
よ
と
い
う
贋
貫
堂
の
要
求
に
針
し
、
振
華
工
業
製
造
廠
・
三
善
堂
側
は
、

そ
も
そ
も
中
園
の
醤
書
に
は
、
「
頭

部
額
顧
雨
側
を
太
陽
爾
穴
と
稽
す
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
康
貫
堂
の
製
品
が
出
回
る
以
前
に
も
、
「
頭
痛
太
陽
膏
」
と
い
う
商
標
が
出
回
つ



「蘇東坂印頭痛即治膏」と

「韓世忠印頭痛即止膏」商標

園版六康貫堂「頭痛太陽膏」商標と

その模造商標
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園版五

出典:I司版五と同じc出典 「機密信第四競在長沙領事田中荘太郎→

外務大臣松井慶四郎」一九二二年 月一-

H 

て
い
た
か
ら
、
自
分
た
ち
の
製
品
が
慶
貫
堂
の
商
標
権
を
侵
害

し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。

(
仰
は
)

附
「
漢
口
若
林
洋
行
封
長
沙
薬
王
街
源
泰
鮮
競
事
件
」
同
じ

く
、
漢
口
で
薬
局
を
管
む
若
林
洋
行
が
所
有
す
る
頭
痛
薬
「
蘇

東
坂
印
頭
痛
即
治
膏
」
商
標
(
圃
版
六
上
園
参
照
)
が
、
日
本
圃

内
で
は
仮
登
録
(
登
録
番
競
第
二
五
五
五
一
競
)
を
済
ま
せ
て
お

き
な
が
ら
、
中
園
で
は
仮
登
録
手
績
き
(
登
録
番
競
第
七
七
一

O

競
)
し
か
済
ま
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
源
泰
群
競
と
い
う

77 

華
商
・
華
人
企
業
が
察
知
し
、

一
九
一
一
一
年
以
来
「
韓
世
忠
印

頭
痛
即
止
膏
」
商
標
(
園
版
六
下
同
参
照
)
を
製
造
販
責
し
て
い

た
の
を
停
止
す
る
よ
う
要
求
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
製
品
を

製
造
し
て
い
た
慶
門
の
珠
章
大
薬
房
と
は
、
「
頭
痛
太
陽
膏
」

の
模
造
品
商
標
(
園
版
五
下
固
参
照
)
に
明
記
さ
れ
た
珠
章
工
業

と
同
一
企
業
で
あ
ろ
う
。
若
林
洋
行
か
ら
模
造
品
販
責
停
止
要

求
を
受
け
た
中
国
側
首
局
は
、
「
頭
痛
即
止
膏
」
商
標
の
印
版

を
浸
牧
し
、
以
後
の
製
造
を
禁
止
し
た
が
、
己
に
製
造
済
み
の

模
造
品
の
販
貰
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。

こ
の
二
件
の
事
件
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
振
華
工
業
製
造
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廠
・
三
善
堂
側
と
源
泰
群
競
が
、
「
太
陽
」
と
い
う
漢
字
二
文
字
、
あ
る
い
は
蘇
束
坂
や
韓
世
忠
と
い
っ
た
中
園
で
周
知
の
人
物
宵
像
を
、
特

定
の
外
国
管
利
圏
睦
が
排
他
的
に
所
有
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
貼
に
あ
る
。
彼
ら
は
、

日
本
企
業
が
製
品
商
標
に
使
用
し
て
い

た
文
字
、
圃
案
の
一
部
を
、
特
定
昔
利
圏
睦
に
よ
る
排
他
的
所
有
を
認
め
ら
れ
な
い
ぷ
司
自
の
r
o六
と
見
な
し
、
自
分
た
ち
の
模
造
品
製
造
販

士
買
を
正
骨
固
化
し
た
。
こ
こ
に
い
う
広
告

2
与
O
℃
ョ
と
は
、
動
物
や
王
冠
と
い
っ
た
、
そ
れ
白
躍
で
は
何
ら
特
定
の
管
利
園
躍
を
標
章
し
な
い
が
、

(
お
)

こ
れ
に
特
定
の
丈
字
装
飾
を
施
し
て
は
じ
め
て
標
章
(
商
標
)
と
な
り
う
る
紹
封
的
に
公
開
さ
れ
た
丈
字
や
固
案
の
こ
と
で
あ
る
。
華
商
・
華

人
企
業
か
ら
こ
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
た
場
合
、
日
本
企
業
は
白
一
世
の
製
品
商
標
を
北
京
政
府
商
標
局
に
登
録
手
績
き
を
済
ま
せ
て
い
な
い
限
り
、

中
国
首
局
か
ら
保
護
し
て
も
ら
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
三
件
の
事
例
は
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
に
従
っ
て
自
社
製
品
商
標
を
北
京
政
府
商
標
局
に
登
録
し
て
い
る
限
り
、

日
本
企
業
製
品
商

標
と
い
え
ど
も
、
華
商
・
華
人
企
業
に
よ
る
商
標
権
侵
害
行
矯
か
ら
、
保
護
し
て
貰
え
た
こ
と
を
示
す
誼
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
が
も
と
も
と
日
本
商
標
法
(
一
八
九
九
)
を
下
敷
き
に
し
て
起
草
さ
れ
て
い
た
事
賓
を
考
え
れ
ば
、

日
本
企

78 

業
に
と
っ
て
こ
れ
は
首
然
な
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
検
誼
す
べ
き
は
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
の
制
定
施
行
に
反
釘
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
側
に
と

っ
て
、
事
態
が
ど
う
展
開
し
た
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
章
を
改
め
て
、
在
華
イ
ギ
リ
ス
企
業
と
華
商
・
華
人
企
業
聞
の
商
標
権
侵
害
紛
争
が
、

こ
の
法
律
の
制
定
施
行
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
壁
化
し
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

英
中
間
商
標
権
侵
害
紛
争
に
封
す
る
影
響

こ
の
時
期
の
英
中
間
商
標
権
侵
害
紛
争
の
事
例
は
四
件
し
か
建
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
は
、
日
中
間
商
標
権
侵
害
紛
争
と
は
達
っ

た
角
度
か
ら
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
を
制
定
し
た
北
京
政
府
の
異
意
と
、
こ
れ
に
封
す
る
地
方
政
府
、
華
商
・
華
人
企
業
の
見
方
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。



制
「
ド

2
2
p
o
F
2由
((UFFE)
下
品
(
英
商
駐
華
利
華
肥
邑
有
限
公
司
)
封
恒
順
成
事
件
」

こ
の
事
件
は
、
「
2
2
切

HOF巾
同
印

(hFHE)
「
円
四
・
が
製
造
販
買
す
る
石
鹸
、
「
ω
E
-
H
m
T
ω
o名
(
利
華
日
光
肥
白
)
」
に
封
す
る
商
標
権
侵
害

事
件
の
一
つ
で
あ
る

0
3
5
-佐
古

ωo告
(
利
華
H
光
肥
邑
)
」
は
、

(
お
)

の
人
気
商
品
で
あ
っ
た
。
「
2
2
F
o
F
2印

(
h
E
E
)
「
(
同
と
在
華
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
は
、
こ
の
製
品
の
模
造
品
を
見
つ
け
る
と
、
中
英
通
商

一
九
一

0
年
代
か
ら
中
国
各
地
で
俄
遺
品
、
模
造
品
が
数
多
く
出
回
る
程

航
海
候
約
第
七
候
違
反
を
根
擦
に
、
各
地
地
方
官
に
模
造
品
製
造
販
買
を
禁
止
す
る
布
告
を
出
さ
せ
て
い
た
。

し
か
し
、
山
東
省
で
は
、
こ
の
方
法
が
放
か
な
か
っ
た
。
山
東
省
で
は
、

一
九
一
四
年
に
創
立
さ
れ
た
華
人
企
業
、
山
東
興
華
公
司

3
z

日
目
当
与
の
口
以
下
、
漢
字
名
で
表
記
)
が
製
造
販
貰
し
て
い
た
「
回
目
(
E
m
E
ω
o右
(
日
月
牌
)
」
を
皮
切
り
に
、
各
地
で
様
々
な
模
造
品
が

(
幻
)

出
回
っ
た
。
山
東
省
の
華
商
・
華
人
企
業
は
、
「
ω戸巳
HmEω
。
畠
(
利
華
日
光
肥
自
己
)
」
商
標
に
使
わ
れ
て
い
た
「
日
」
「
光
」
と
い
っ
た
漢
字

の
使
用
を
極
力
避
け
な
が
ら
、
同
時
に
百
戸
巳
お
宮

ωo名
(
利
華
日
光
肥
邑
)
」
の
商
標
、
包
装
箱
と
極
め
て
よ
く
似
た
模
造
品
を
製
造
販
責

(
お
)

し
て
い
た
。
済
南
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
模
造
品
が
山
東
省
だ
け
で
一
七
種
類
以
上
も
出
回
っ
て
い
た
と
い
う
。

「
2
2
p
o
p巾
片
山

(
h
E
E
)
「
門
円
か
ら
の
支
援
要
請
を
受
け
た
〉
出

o
g
H常
駐
済
南
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
、
模
造
品
の
包
装
箱
見
本
を
詮

79 

擦
に
、
こ
れ
ら
模
造
品
が
商
品
名
以
外
は
何
か
ら
何
ま
で
そ
っ
く
り
で
あ
り
、
断
じ
て
容
認
で
き
ず
、
全
模
造
品
の
在
庫
を
全
て
麿
棄
慮
分
に

し
、
製
造
元
に
は
全
く
遺
っ
た
デ
ザ
イ
ン
の
包
装
箱
を
製
造
さ
せ
よ
、
と
交
渉
員
に
強
く
迫
っ
た
。
し
か
し
交
渉
員
は
、
昔
時
の
中
園
に
は
、

(
ぬ
)

商
標
、
標
章
権
侵
害
を
扱
っ
た
法
律
が
な
い
の
で
封
躍
で
き
な
い
と
反
論
し
て
磨
じ
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
よ
れ
ば
、
昔
時
横
行
し
て
い
た
「
ω
E
-
H
m
E
ω
o告
(
利
華
日
光
肥
呂
こ

の
模
造
品
は
、
二
種
類
に
分
類
さ
れ
た
。

つ
は
、
包
装
箱
の
大
き
さ
、
色
彩
、
デ
ザ
イ
ン
、
官
一
惇
文
句
が
そ
っ
く
り
な
上
に
、
「
ω戸
巳
お
宮

ωo名
(
利

H

挙
日
光
肥
邑
)
」
商
標
園
案
の
一
部

さ
え
盗
用
し
て
い
た
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
模
倣
範
園
を
商
標
の
漢
詩
部
分
(
た
と
え
ば
「
利
華
日
光
」
を
「
利
華
日
光
」
と
い
う
風
に
。
傍
黙
引
用

者
。
)
の
一
部
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
は
別
種
商
標
だ
と
消
費
者
が
容
易
に
見
分
け
の
つ
く
よ
う
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
属
す
る

697 

模
造
品
な
ら
ば
、
舎
審
街
門
或
い
は
地
方
官
に
禁
令
布
告
を
出
さ
せ
て
簡
単
に
製
造
販
買
禁
止
に
追
い
込
め
た
が
、
山
東
興
華
公
司
が
製
造
し
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て
い
た
「

ω
g
z
r
h山宮
ω。
名
(
日
月
牌
)
」
は
後
者
の
範
障
に
属
し
て
お
り
、
こ
れ
だ
と
、
中
園
官
憲
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
製
造
販
買
禁
止
要

求
に
麿
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
在
華
外
国
企
業
の
製
品
商
標
に
、
特
定
漢
字
の
排
他
的
使
用
を
認
め
た
倹
約
は
な
か
っ
た
し
、
「
提
唱
園
貨
」

の
見
地
か
ら
、
華
商
・
華
人
企
業
が
有
名
外
国
製
品
の
漢
語
商
標
の
一
部
を
引
用
し
た
製
品
を
製
造
販
買
す
る
の
は
首
然
と
考
え
て
い
た
か
ら

(
ぬ
)

で
あ
る
。

紛
争
解
決
を
さ
ら
に
困
難
に
し
て
い
た
の
は
、
外
園
製
品
の
漢
語
商
標
の
一
部
を
借
用
し
た
商
標
を
附
け
た
製
品
を
製
造
販
責
し
て
い
た
の

が
、
零
細
企
業
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
事
賓
で
あ
る
。
在
華
イ
ギ
リ
ス
企
業
が
こ
う
し
た
企
業
を
操
業
停
止
に
追
い
込
め
ば
、
横
暴
な
外
園

(
出
)

企
業
が
力
に
も
の
を
言
わ
せ
て
、
零
細
華
商
・
華
人
企
業
の
息
の
根
を
止
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
印
象
を
大
衆
に
輿
え
か
ね
な
い
。

ま
た
、
山
東
省
の
主
立
っ
た
官
憲
は
互
い
に
反
目
し
て
お
り
、
う
っ
か
り
在
華
イ
ギ
リ
ス
企
業
・
領
事
館
の
要
求
に
磨
じ
た
ら
、
輸
入
貿
易

(
詑
)

振
興
の
た
め
に
弱
小
園
内
産
業
を
犠
牲
に
し
た
、
と
大
衆
や
政
敵
か
ら
批
判
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
官
憲
側
の
事
情
を
計
算
に
入
れ
て
山

「
利
光
」
、
「
立
光
」
、
「
星
光
」
、
「
月
光
」
と
い
っ
た
漢
字
表
記
を
用
い
た
商
標
を
使
っ
て
製
品
の
慶
告
宣
俸
を
行
っ
て
い
た
。
山
東
省
督
軍
か

80 

東
省
の
華
商
・
華
人
企
業
は
、

F
2
2
日凶
H
O
H
r
巾吋印(の
}
H
H
E
)

「
〔
】
へ
の
反
封
を
呼
び
か
け
る
文
字
を
包
装
紙
や
石
鹸
本
睦
に
印
刷
し
た
上
に
、

ら
豚
知
事
に
到
る
地
方
官
も
、
こ
ぞ
っ
て
こ
の
種
の
製
品
の
製
造
販
責
を
支
持
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
が
模
造
商
品
の
製
造
販
買
を
停
止
さ

(
お
)

せ
る
た
め
に
は
、
北
京
政
府
農
商
部
に
そ
の
企
業
の
認
可
取
り
消
し
を
要
求
す
る
以
外
に
蔑
さ
れ
た
這
は
な
か
っ
た
。

「
中
華
民
族
主
義
」
感
情
が
全
土
に
唐
が
り
、
「
固
貨
提
唱
」
「
挽
回
利
権
」
攻
勢
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
側
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
在
華
自
国
企
業
商
標
権
の
保
護
を
担
っ
た
中
英
通
商
航
海
保
約
第
七
僚
を
振
り
か
ざ
し
て
も
、
放
果
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

H
L
2
2
F
o
F
2印(の
E
E
)
H
L
(凶
と
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
は
作
戦
を
嬰
更
し
、
一
、
二
ヶ
月
ほ
ど
様
子
を
見
た
後
、
極
端
な
事
例
を
一
つ
だ
け
選

(
泊
)

び
、
農
商
部
に
封
し
、
そ
の
製
造
元
の
華
商
・
華
人
企
業
が
模
造
品
の
製
造
販
買
を
や
め
る
ま
で
糾
弾
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ

リ
ス
側
の
射
た
白
羽
の
矢
に
嘗
た
っ
た
の
が
、
「
裕
華
利
光
」
と
い
う
模
造
品
を
製
造
販
責
し
て
い
た
恒
順
成
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
北
京
政
府
が
商
標
法
(
一
九
二
三
)
を
制
定
施
行
す
る
と
、
山
東
省
政
府
は
模
造
商
品
を
製
造
販
買
す
る
華
商
・
華
人
企
業
支



持
の
態
度
を
が
ら
り
と
整
え
た
。
彼
ら
は
、
こ
の
事
件
が
商
標
局
管
轄
の
問
題
で
あ
る
と
認
め
、

下
巾
〈
巾
円
切
同
O
F巾同印((リ
}HHE)
円
門
戸
が

「ω
戸巳
H
m
E
ω
o畠
(
利
華
日
光
肥
邑
)
」
商
標
が
、
同
法
に
基
づ
い
て
北
京
政
府
商
標
局
に
登
記
済
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
徹
底
的
に
保
護
が
加

え
ら
れ
る
と
回
答
し
た
。
そ
し
て
、
山
東
省
長
は
、
恒
順
成
他
の
華
商
・
華
人
企
業
に
封
し
て
、
「

ω
E
-夜
宮

ωc昌
(
利
華
日
光
肥
白
)
」
商
標

の
模
造
商
品
の
製
造
販
買
を
禁
止
す
る
布
告
を
出
し
、
恒
順
成
に
は
「
裕
華
利
光
」
商
標
の
包
装
に
修
正
を
施
さ
せ
て
、
事
件
は
「

2
R

(
幻
)

F
o
p巾同印
(
h
r
H
E
)
「
仏
完
勝
の
形
で
解
決
し
た
。

こ
の
事
件
以
後
、
「

2
2
F
O円

r
g
(
h
r
H
E
)
「
門
日
は
「
商
標
公
報
」
に
模
造
品
と
思
え
る
紛
ら
わ
し
い
商
標
が
掲
載
さ
れ
る
の
を
見
つ
け

る
と
直
ち
に
北
京
政
府
商
標
局
に
異
議
申
し
立
て
を
行
う
よ
う
に
な
り
、

一
九
二
四
年
八
月
か
ら
一

O
月
を
最
後
に
、
華
人
企
業
に
よ
る

(
お
)

「ω
戸巳
H
m
E
ω
o名
(
利
華
日
光
肥
邑
)
」
に
封
す
る
商
標
権
侵
害
行
震
は
姿
を
泊
し
て
し
ま
っ
た
。

同
「

P
F
2〆日
U

山門巾ロ
H
h
s
L
F
h
0
・
円
仏
(
英
商
白
雄
氏
洋
燭
公
司
)
釘
蘇
州
賓
昌
廠
事
件
」
こ
の
事
件
も
、
北
京
政
府
商
標
局
が
正
式
に
登

記
認
定
を
行
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
企
業
商
標
が
手
厚
く
保
護
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。

81 

(
却
)

こ
の
事
件
で
商
標
権
侵
害
の
釘
象
と
さ
れ
た
、
で
ユ

2u印
守
山

Z
E
n
g門口巾
(
U
0

・
「
(
円
の
製
品
、
「
水
牛
牌
」
ロ
ウ
ソ
ク
は
、
中
英
通
商
航
海

て候
い約
た第
模七
遣係

、基
一戸づ

一、き
正iG上
巴寸毎

の
口千f

j開
~ ~長
νノ k"<.

望義
謹済

童全
I告
をノ、

中 i:
園芸
刊根
ド擦
要[
求向
し示士
モは
さ結
ろ:日

町厩
蘇瓦
州下

宮賓
巌告
も TL
白品
Zき
ちが
の製
製造
品販
商責
標し

を
一
九
二

O
年
七
月
八
日
に
牒
知
事
を
通
じ
て
登
録
を
申
請
し
、

八
!
九
月
に
登
録
認
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
「
水
牛
牌
」
商
標
が

牛
に
釆
っ
た
超
公
を
あ
し
ら
っ
た
園
案
で
あ
る
の
に
封
し
て
「
太
公
牌
」
は
四
頭
立
て
馬
車
に
来
っ
た
太
公
を
あ
し
ら
っ
た
園
案
で
あ
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
ど
ち
ら
の
商
標
も
、
中
英
雨
固
語
で
製
造
元
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
し
、

(
仕
)

張
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
取
り
締
ま
り
要
求
に
麿
じ
な
か
っ
た
。

「
ア
サ
イ
ン
の
輪
郭
の
色
彩
も
異
な
っ
て
い
る
、
と
主

699 

上
海
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
は
、
こ
れ
に
釘
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
ま
ず
、
商
標
権
侵
害
の
事
賓
認
定
基
準
は
、
中
英
雨
園
の
丈
字
を
謹
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め
る
者
が
、
商
標
を
識
別
で
き
る
か
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
文
字
の
謹
め
な
い
人
聞
が
商
品
購
入
に
首
た
っ
て
製
品
を
識
別
で
き
る
か
否

か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
判
断
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
賓
昌
廠
「
太
公
牌
」
が

T
ロ
2a回一勺伊丹巾巳
(
V
E
L
F
(
v
o
F
与
の
「
水
牛
牌
」

の
商
標

権
を
侵
害
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
賓
昌
廠
は
白
枇
製
品
商
標
を
作
成
す
る
に
首
た
っ
て
、
宇
宙
の
森
羅
高
象
の
固
形
、
色
彩

を
自
由
に
選
躍
で
き
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
よ
り
に
よ
っ
て
「
水
午
牌
」
と
見
間
違
え
か
ね
な
い
、
ま
ぎ
ら
わ
し
い
固
案
に
し
た
の
か
。
次
に
、

仮
に
中
園
に
商
標
法
が
施
行
さ
れ
て
も
、
完
全
な
備
遣
が
禁
じ
ら
れ
る
だ
け
だ
が
、
命
日
審
街
門
や
各
地
審
判
膳
は
、
紛
ら
わ
し
い
商
標
も
詐
欺

と
し
て
禁
じ
て
お
り
、
現
に
商
標
権
侵
害
訴
訟
で
は
い
つ
も
原
告
側
勝
訴
に
終
わ
っ
て
い
る
。
丈
明
園
の
法
律
で
は
、
他
人
の
有
名
な
商
標
を

(
幻
)

踊
っ
た
上
に
、
そ
の
利
読
を
奪
う
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
て
い
な
い
、
と
。

そ
れ
で
も
、
賓
昌
廠
は
、
雨
商
標
園
案
の
細
か
な
遣
い
を
具
瞳
的
に
言
い
立
て
て
消
費
者
は
ど
ち
ら
の
商
標
で
あ
る
か
を
識
別
可
能
で
あ
る

(
心
)

と
主
張
し
績
け
、
紛
争
は
腰
着
服
態
に
陥
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、

82 

一
九
二
二
年
年
末
か
ら
翌
年
に
か
け
て
事
態
は
イ
ギ
リ
ス
側
に
と
っ
て
有
利
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
第
一
の
理
由

は
、
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
合
審
街
門
で
一
九
二
二
年
一

O
月
四
日
に
判
決
の
下
っ
た
「
洋
商
委
治
暖
類
釘
華
興
経
理
王
新
甫
事
件
」
の
判
決
で
、

(
叫
)

商
標
は
形
や
構
固
が
基
本
的
に
似
て
い
れ
ば
、
細
部
に
遣
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
模
造
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
の
施
行
制
定
で
あ
る
。
情
勢
饗
化
を
見
た
蘇
州
の
豚
知
事
、
交
渉
員
は
、
こ
れ
以
上
の

(
川
町
)

抵
抗
は
無
駄
と
悟
り
、
賓
昌
廠
に
「
太
公
牌
」
の
全
面
的
な
改
嬰
を
勧
告
し
た
。
賓
昌
廠
も
こ
れ
に
同
意
し
、

(
必
)

決
し
た
。

一
九
二
三
年
五
月
に
事
件
は
解

こ
の
二
件
の
事
例
は
、
商
標
権
侵
害
の
標
的
と
さ
れ
て
い
た
商
標
が
、

い
ず
れ
も
北
京
政
府
商
標
局
に
登
録
済
み
で
あ
る
か
、
上
海
の
海
開

に
仮
登
録
済
み
で
あ
っ
た
た
め
、

イ
ギ
リ
ス
企
業
有
利
な
形
で
解
決
で
き
た
事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
施
行
制
定
直

後
の
時
貼
で
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
は
こ
の
法
律
を
正
式
承
認
し
て
お
ら
ず
、

(
仔
)

に
沿
っ
た
商
標
登
録
申
請
を
し
な
い
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
た
。
も
し
イ
ギ
リ
ス
企
業
が
、
同
圃
公
使
館
の
こ
の
呼
び
か
け
に
忠
賓
で
い
る
と
、

一
九
二
六
年
六
月
ま
で
多
く
の
在
華
イ
ギ
リ
ス
企
業
に
こ
の
法
律



ど
ん
な
目
に
遭
う
の
か
。
こ
れ
を
示
し
た
の
が
、
次
の
事
件
で
あ
る
。

同
「
↓
r
r
E
-
o
H
υ
2
5
-
2
5
(
V
O百
七
富
山
「
(
亜
細
亜
公
司
)
封
亜
升
洋
燭
廠
事
件
」

こ
の
事
件
は
、
己
5
〉
白
色
。
℃
2
5
]
2
5
h
o回
目
)
山
口
可
が
一
九
二
四
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
白
一
吐
製
品
「
(UHO君
ロ

h
E
E
2
(王
冠
牌
)
」

ロ
ウ
ソ
ク
の
模
造
商
標
で
あ
る
「
借
帽
牌
」
を
附
け
た
粗
悪
品
を
販
責
し
て
い
た
庚
東
省
潮
州
府
掲
陽
牒
の
華
商
・
華
人
企
業
、
亜
升
洋
燭
廠

(
崎
)

に
封
し
て
、
模
造
商
標
の
全
面
的
改
獲
を
要
求
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
亜
升
洋
燭
廠
は
、
他
の
華
商
・
華
人
企
業
と
同
様
、
自
分
た
ち

の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
部
分
を
逐
一
向
挙
げ
て
、
自
分
た
ち
が
製
造
販
責
し
て
い
た
「
借
帽

の
製
品
商
標
と
包
装
の
固
案
が
、
「
王
冠
牌
」

牌
」
は
断
じ
て
「
備
遣
(
仮
冒
)
商
標
」
で
は
な
い
と
主
張
し
、
併
せ
て
「
王
冠
牌
」
は
、
北
京
政
府
商
標
局
に
登
録
済
み
の
商
標
で
あ
る
の

(

日

制

)

か
と
逆
に
問
い
合
わ
せ
て
き
た
。
己
目
〉
印
E
tの同〕巾可
o-2B(UOBH)印
与
が
白
枇
製
品
を
ま
だ
北
京
政
府
商
標
局
に
登
録
し
て
い
な
い
と
回

(
同
)

亜
升
洋
燭
廠
は
白
枇
製
品
商
標
の
改
嬰
要
求
に
一
切
麿
じ
よ
う
と
し
な
く
な
っ
た
。

嬰
を
い
く
ら
要
求
し
て
も
、
現
地
交
渉
員
は
、

油
頭
駐
在
。
巾
2
-
E
H
r
領
事
や
外
交
部
が
亜
升
洋
燭
廠
に
封
し
て
「
C
0
5
H
(
U
S
E
2
(王
冠
牌
)
」
の
保
護
や
「
信
帽
牌
」
の
全
面
的
改

(

日

)

(

臼

)

一
切
鹿
じ
な
か
っ
た
。
結
局
こ
の
事
件
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。

83 

答
す
る
と
、

た
だ
、

1
2
5
〉
己
主
H
O
M
)
2
5
-
2自
の
O
B方
自
可
は
こ
の
事
件
に
懲
り
て
、
「
王
冠
牌
」
を
北
京
政
府
商
標
局
に
登
記
申
請
し
た
こ
と
は
間
違

一
九
二
六
年
に
な
っ
て
斯
江
省
で
「
(
υ
5
4司ロ

n
s
E
2
(王
冠
牌
)
」
の
模
造
品
が
出
回
っ
た
時
に
は
、
あ
っ
さ
り
と
そ

(
日
)

の
異
議
申
し
立
て
が
認
め
ら
れ
、
迅
速
に
事
件
が
解
決
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
三
件
の
事
例
は
、

い
ず
れ
も
北
京
商
標
局
に
登
記
手
績
き
を
済
ま
せ
た
在
華
外
国
企
業
製
品
商
標
な
ら
ば
、
北
京
政
府
首
局
が
迅
速
適

切
に
侭
造
犯
を
摘
護
庭
分
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
「
提
唱
園
貨
」
「
挽
回
利
権
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
外
国
製
品
の
商
標

包
装
を
模
造
し
た
製
品
を
製
造
販
貰
し
て
い
た
華
商
・
華
人
企
業
は
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
を
適
用
し
て
在
華
外
園
企
業
製
品
商
標
を
保
護

701 

す
る
北
京
政
府
の
姿
勢
を
苦
々
し
く
見
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
誼
擦
が
、
次
の
事
件
で
あ
る
。
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同
「
の
}HHEω
。
告
の
0

・
「
己
・
(
中
凶
肥
自
公
司
)
(
別
名

T
E
B
P
E
r
-
L
保

ωC出血((リ
}HHE)
下
三

[
上
海
和
興
自
己
廠
]
)
封
杭
州
東
亜
公
司
事
件
」

み

本
事
件
で
商
標
権
侵
害
の
封
象
と
な
っ
た
の
は
わ
E
E
ω
o告
の
o
F
E
の
製
品
で
あ
る
「
傘
印
牌
」
(
一
九
会
四
年
上
海
の
海
闘
に
仮
登
録
済

一
九
二
四
年
北
京
商
標
局
に
殺
録
済
み
)
石
鹸
の
商
標
で
あ
る
。
杭
州
東
亜
公
司
が
こ
れ
を
模
倣
し
た
「
文
明
傘
牌
」
商
標
を
添
附
し
た
粗
悪

品
石
鹸
を
製
造
し
、
崩
江
省
各
地
の
み
な
ら
ず
全
国
各
都
市
で
販
責
し
て
い
た
た
め
、

(
U
E
E
ω
o告
の
。
ド
E-
が
、
そ
の
製
造
販
貰
停
止
と

関
係
者
庭
罰
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
U
F
E
ω
。
告
の
o
E仏
の
依
頼
を
惇
え
た
杭
州
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
封
し
て
、
杭
州
東
亜
公
司
側
は
一
九
一
七
年
に
大
理
院
が
仁
丹
の
模

遺
品
製
造
販
責
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
「
森
下
薬
房
封
崖
雅
泉
事
件
」
に
封
し
て
下
し
た
「
上
字
一
回
二
四
競
判
例
」
を
盾
に
抵
抗
し
た
。
大

理
院
は
こ
の
判
例
で
、
商
標
権
侵
害
の
有
無
を
断
定
す
る
根
擦
は
、

一
般
人
の
識
別
力
に
あ
り
、

そ
れ
は
商
標
の
主
要
部
分
が
「
殊
異
之
外

観
」
で
あ
り
、
附
層
部
分
に
類
似
貼
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
伎
冒
(
模
造
)
」
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
た
。

た
ち
の
「
文
明
傘
牌
」
は
た
た
ん
だ
雨
傘
が
主
要
部
分
で
あ
り
、
雨
者
の
遣
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
た
と
え
「
傘
印
牌
」
と
「
文
明
傘
牌
」
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杭
州
東
亜
公
司
は
、
こ
の
判
断
を
根
擦
に
、
(
リ
}HHEωO白
百

円

0

「
己
・
の
「
傘
印
牌
」
は
、
聞
い
た
雨
傘
を
主
要
部
分
と
し
て
い
る
が
、
自
分

と
い
う
商
品
名
に
共
有
す
る
漢
字
が
あ
っ
て
も
、
主
要
部
分
は
明
白
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
見
間
違
え
る
消
費
者
は
あ
り
得
な
い
と

主
張
し
た
の
で
あ
る
。

杭
州
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
、
こ
れ
に
封
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
雨
商
標
は
、
「
傘
」
と
い
う
漢
字
を
使
用
し
て
お
り
、
主
要
部
分
が
異

な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
一
方
が
聞
い
た
傘
を
、
他
方
が
閉
じ
た
傘
を
園
案
に
用
い
て
い
て
も
、
消
費
者
は
主
要
部
分
を
指
し
て

「
傘
牌
」
と
呼
ぶ
か
ら
固
案
の
傘
の
賦
態
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
中
国
商
標
法
に
は
「
商
標
之
正
」
を
判
断
す
る
佼
項
は
な
く
、
新
し
い
事
例

に
ぶ
つ
か
る
と
、
前
例
に
依
援
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、

一
九
二
三
年
五
月
一
一
一
一
一
日
に
護
殺
さ
れ
た
商
標
法
に
は
、
専
僚
専
局
が
あ
り
、
今

後
は
こ
の
法
律
に
依
擦
し
て
是
非
を
論
じ
れ
ば
よ
い
。
ど
ち
ら
の
商
標
も
北
京
政
府
商
標
局
に
登
記
し
て
あ
る
か
ら
、

い
ず
れ
も
商
標
法
の
規

定
を
遵
守
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。



ま
た
、
同
法
第
一
四
僚
は
、
先
登
録
主
義
を
明
記
し
、
同
じ
く
第
三
九
候
第
七
款
は
、
「
同
種
の
商
品
に
他
人
が
登
記
し
た
商
標
と
同
じ
か
、

あ
る
い
は
紛
ら
わ
し
い
商
標
を
、
営
業
慶
一
告
そ
の
他
に
用
い
た
者
は
一
年
以
下
の
懲
役
、
も
し
く
は
五
百
元
以
下
の
罰
金
の
上
、
そ
の
商
品
は

浸
牧
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
賓
を
踏
ま
え
れ
ば
、

(
U
E
E
ω
o告
の
o
F
E
-
の
「
傘
印
牌
」
に
優
先
権
が
あ
る
の
は
明
白
で

あ
る
。
地
方
官
は
、
速
や
か
に
杭
州
東
亜
公
司
を
最
罰
に
庭
し
、
直
ち
に
模
造
品
の
製
造
販
責
を
中
止
さ
せ
、
在
庫
品
全
て
を
浸
牧
し
、
鋳
型

(
日
)

を
麿
棄
さ
せ
よ
、
と
。

(urE
士山
O

唱
の
o
「
丘
と
杭
州
東
亜
公
司
の
言
い
分
は
、

者
に
軍
配
を
あ
げ
た
。
商
標
局
の
判
定
に
よ
れ
ば
、
大
理
院
「
上
字
一
四
二
四
披
判
例
」
そ
れ
白
樫
は
商
標
法
(
一
九
二
一
二
)
と
抵
鰯
し
な
い

一
瞳
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
。
判
定
を
持
ち
込
ま
れ
た
北
京
政
府
商
標
局
は
前

が
、
こ
こ
に
い
う
「
殊
異
之
外
観
」
に
つ
い
て
は
「
指
不
相
同
」
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
甲
乙
二
種
類
の
商
標
に
「
近
似
の
嫌
」
が
あ

る
場
合
は
、
こ
の
判
例
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
殊
異
之
外
観
」
で
は
な
く
、
事
賓
問
題
に
属
す
る
。
。
E
E
ω
0
4
。
。
「
E
と
杭
州
東
亜
公

85 

司
の
商
標
は
、
傘
の
形
朕
だ
け
で
な
く
、
全
瞳
の
構
造
、
色
彩
も
よ
く
似
て
い
る
。
傘
が
聞
い
て
い
る
か
、
閉
じ
て
い
る
か
の
遣
い
は
あ
っ
て

も
、
名
稽
に
同
じ
文
字
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
も
近
似
に
属
す
る
箇
所
が
あ
る
。
傘
の
開
閉
だ
け
で
は
、
普
通
の
判
別
力
を
以
て
し

(
日
)

て
も
匝
別
は
附
か
な
い
。
商
標
局
が
商
標
を
扱
う
際
に
採
用
し
て
き
た
基
準
に
照
ら
し
て
も
、
両
者
は
間
違
い
な
く
似
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

こ
の
判
定
を
受
け
取
っ
た
農
商
部
は
、
漸
江
省
交
渉
員
に
封
し
、
す
み
や
か
に
杭
州
東
亜
公
司
の
「
文
明
傘
牌
」
の
登
録
取
り
消
し
と
、
製

(

町

山

)

遣
停
止
、
在
庫
品
の
撲
出
を
命
じ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
三
百
箱
分
の
在
庫
が
杭
牒
知
事
の
許
に
提
出
さ
れ
た
。

だ
が
、
地
元
首
局
は
、
こ
の
命
令
に
強
く
反
註
し
た
ら
し
い
。
そ
の
誼
擦
に
、
交
渉
員
が
停
え
た
商
標
局
、
農
商
部
か
ら
の
指
示
を
「
該
主

(
日
)

管
官
膳
」
が
一
ヶ
月
近
く
執
行
を
位
っ
て
い
た
と
惇
え
る
文
書
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
地
元
首
局
で
さ
え
、
こ
の
態
度
だ
っ
た
の
だ
か

ら
、
杭
州
東
亜
公
司
が
こ
の
命
令
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
昔
然
で
あ
る
。
そ
の
一
誼
擦
に
、
同
公
司
は
そ
の
後
も
、
(
リ
}HFEωo与

の
0・
「
己
の
別
製
品
商
標
、
「

4
5巾乙
ω
0
4
(車
輪
牌
)
」
の
模
造
商
標
、
「
電
扇
牌
」
を
附
け
た
石
鹸
を
製
造
販
責
し
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
抗
議

(
同
)

を
受
け
た
農
商
部
か
ら
製
造
停
止
を
命
令
さ
れ
て
い
る
。
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商
標
法
(
一
九
二
一
二
)
に
基
づ
く
在
華
外
園
企
業
製
品
商
標
保
護
命
令
に
封
す
る
反
抗
は
、
杭
州
東
亜
公
司
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
近

代
史
研
究
所
所
蔵
外
交
槍
案
の
同
じ
フ
ァ
イ
ル
に
は
、
こ
の
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
紹
興
牒
で
管
業
し
て
い
た
泉
塑
邑
廠
と
い
う
華
商
・
華

人
企
業
が
、

(
U
E
E
ω
o告
の

o
「
己
の
製
品
商
標
「
山
傘
牌
」
を
模
造
し
た
「
山
牌
」
を
附
け
た
石
鹸
を
製
造
販
責
し
、
同
じ
く
四
達
公
司

と
い
う
華
商
・
華
人
企
業
も
前
述
の
「
当
宮
己

ωo右
(
車
輪
牌
)
」

の
模
造
品
で
あ
る
「
風
車
牌
」
を
製
造
販
責
し
て
い
た
丈
書
が
蔑
さ
れ
て

い
る
。
爾
者
に
封
し
て
は
い
ず
れ
も
、
寧
波
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
か
ら
製
造
販
責
停
止
と
闘
係
者
慮
罰
を
要
求
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
事
件
の
庭
理

(

町

山

)

が
三
ヶ
月
以
上
放
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。

(ω) 

こ
の
時
も
、
寧
波
交
渉
員
は
、
雨
商
標
の
細
か
な
相
違
貼
を
根
擦
に
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
要
求
に
最
初
は
磨
じ
ず
、

し
か
も
、
北
京
と
の
交
渉

が
手
間
取
っ
て
い
る
聞
に
、
泉
幽
豆
邑
廠
は
、
当
日
Z
E
O
O印
印
日
常
貯

ω
。E
「
E
e
(鮮
茂
洋
行
)
の
「
0
0印
印
血
肉
巾
巳
お

E
S
ω
o名
(
鮮
茂
戯
法

(
m
U
)
 

牌
ご
石
鹸
の
模
造
品
を
製
造
販
買
す
る
な
ど
、
「
可
悪
己
極
」
な
行
動
を
と
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
怒
り
の
火
に
油
を
注
い
で
い
た
。
結
局
、

農
商
部
は
商
標
局
の
鑑
定
結
果
を
根
擦
に
、
泉
幽
霊
自
己
廠
に
封
し
て
商
標
の
改
善
命
令
を
出
し
た
が
、

(
位
)

れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

四
達
公
司
に
は
ど
の
よ
う
な
慮
分
が
な
さ

86 

こ
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
商
標
法
(
一
九
二
三
)
に
基
づ
く
北
京
政
府
商
標
局
に
よ
る
外
国
製
品
商
標
保
護
と
、
模
造
商
品
を
製
造

販
責
し
た
華
商
・
華
人
企
業
庭
罰
は
、
永
ら
く
「
園
貨
提
唱
」
「
挽
回
利
権
」
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
外
園
製
品
商
標
の
模
造
品
を
製
造
販
責

し
て
い
た
数
多
く
の
華
商
・
華
人
企
業
の
反
設
を
買
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
後
に
、
北
京
政
府
を
打
倒
し
た
南
京
政
府
に

よ
る
在
華
外
国
企
業
製
品
の
商
標
保
護
を
も
困
難
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上

一
一
一
件
の
日
中
、
英
中
商
標
権
侵
害
紛
争
に
閲
す
る
記
録
を
謹
む
限
り
、
北
京
政
府
は
商
標
法
(
一
九
二
三
)
に
よ
っ
て
在
華
日
本
、

イ
ギ
リ
ス
企
業
製
品
の
商
標
権
を
誠
賓
に
保
護
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
法
制
定
以
前
の
段
階
で
、
日
本
と
イ
ギ
リ



ス
政
府
が
抱
い
て
い
た
珠
想
と
大
き
く
食
い
違
う
も
の
で
あ
っ
た
。
雨
園
政
府
は
、
先
登
録
主
義
の
原
則
を
利
用
し
て
欧
米
企
業
よ
り
先
に
、

政
府
商
標
局
を
思
い
描
き
、

そ
の
製
品
商
標
の
惰
造
模
造
商
標
で
あ
る
日
本
企
業
製
品
の
商
標
を
登
記
認
定
し
、
欧
米
企
業
製
品
商
標
を
「
非
合
法
」
化
し
て
し
ま
う
北
京

一
方
は
商
標
法
(
一
九
二
三
)
の
制
定
施
行
を
せ
き
立
て
、
他
方
は
こ
れ
に
激
し
く
反
封
し
て
い
た
。
だ
が
、
残

さ
れ
た
記
録
は
、
こ
の
珠
想
が
全
く
の
課
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
惇
え
て
い
る
。

考
え
ら
れ
る
理
由
は
、

一
一
つ
あ
る
。
ま
ず
北
京
政
府
は
商
標
法
(
一
九
二
三
)
を
制
定
施
行
す
る
に
首
た
っ
て
、

日
本
政
府
の
要
求
と
イ
ギ

リ
ス
政
府
の
懸
念
を
考
慮
し
、
商
標
登
録
手
績
き
は
、
先
使
用
主
義
と
先
登
録
主
義
の
原
則
の
い
ず
れ
を
も
採
用
し
た
折
衷
案
的
な
内
容
と
し

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
第
三
僚
は
、
同
一
範
障
も
し
く
は
同
一
の
商
標
を
二
人
以
上
の
人
聞
が
登
録
申
請
を
行
っ
た
場
合
は
、
先
使
用
主

主
義
の
原
則
を
適
用
す
る
と
規
定
し
て
い
た
が
、
同
時
に
第
二
六
僚
は
、
登
録
申
請
の
あ
っ
た
商
標
が
か
つ
て
二
度
も
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

(
臼
)

場
合
に
の
み
、
先
登
録
主
義
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
北
京
政
府
商
標
局
は
、
日
本
政
府
・
企
業
の
企
て

な
か
な
か
承
認
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
疑
念
は
、
取
り
越
し
苦
労
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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を
阻
止
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
懸
念
を
解
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
で
も
同
国
政
府
は
、
北
京
政
府
商
標
局
に
強
い
疑
念
を
抱
い
て
お
り
、
同
法
を

も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

五
回
運
動
の
影
響
に
よ
っ
て
、
日
本
企
業
に
釘
す
る
北
京
政
府
の
監
視
の
目
が
き
っ
く
な

日
本
企
業
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
「
の

F
2巾
σ
2
2
2
Z
E正
号
Z
E
H
m
h
o

其
鮮
事
件
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
在
華
欧
米
企
業
と
華
商
・
華
人
企
業
を
手
玉
に
と
っ
た
傍
若
無
人
な
振
る
舞
い
が
と
れ
な
く
な
っ
た
。

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

(
軟
斯
勃
羅
公
司
)
封
、
水

し
か
し
、

た
と
え
日
本
企
業
と
い
え
ど
も
、
そ
の
製
品
商
標
が
商
標
法
(
一
九
二
三
)
の
規
定
に
従
っ
て
北
京
政
府
商
標
局
か
ら
登
録
認
定

を
受
け
て
い
れ
ば
、
華
商
・
華
人
企
業
に
よ
る
商
標
権
侵
害
行
清
か
ら
保
護
さ
れ
た
。
同
じ
こ
と
は
、
同
時
期
の
英
中
間
商
標
権
侵
害
紛
争
事

例
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
、
商
標
固
案
や
商
品
名
の
細
部
の
遣
い
を
言
い
立
て
て
、
イ
ギ
リ

ス
企
業
製
品
商
標
に
封
す
る
侵
害
行
矯
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
華
商
・
華
人
企
業
の
主
張
は
、

イ
ギ
リ
ス
企
業
が
商
標
法
(
一
九
二
一
一
一
)
の
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規
定
に
従
っ
て
白
枇
製
品
商
標
の
登
録
認
定
を
受
け
て
い
る
限
り
、
日
夜
早
通
用
し
な
く
な
っ
た
。

い
か
に
列
圏
外
交
圏
が
、
在
華
白
園
企
業
に
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封
し
て
同
法
に
基
づ
く
自
社
製
品
の
登
録
申
請
を
行
う
な
と
呼
び
か
け
て
も
、
多
く
の
在
華
外
国
企
業
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ

に
あ
る
。

一
九
二
三
年
五
月
か
ら
一
九
二
七
年
五
月
ま
で
、
わ
ず
か
四
年
の
歳
月
と
は
い
え
、
自
前
の
商
標
法
に
沿
っ
て
日
本
企
業
の
傍
若
無
人
を
阻

止
し
、
返
す
万
で
華
商
・
華
人
企
業
の
商
標
権
侵
害
行
震
を
取
締
り
、
中
国
市
場
に
外
国
側
か
ら
信
頼
さ
れ
る
秩
序
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
北

京
政
府
商
標
局
関
係
者
の
努
力
は
、
高
く
評
憤
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
、
彼
ら
の
努
力
は
、
同
時
代
の
華
商
・
華
人
企
業
か
ら
は
許
慣
さ
れ
な
か
っ
た
。
稚
拙
な
製
造
技
術
と
零
細
な
資
本
規
模
で
、
匡
倒
的

な
技
術
水
準
と
資
本
力
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
外
国
企
業
製
品
と
園
内
市
場
で
封
時
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
外
圃

製
品
商
標
を
模
造
し
た
製
品
を
製
造
販
責
す
る
こ
と
は
、
数
少
な
い
手
持
ち
の
封
抗
手
段
で
あ
っ
た
。
歴
代
中
園
政
府
も
こ
の
こ
と
を
知
悉
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
責
れ
行
き
の
多
い
外
国
製
品
と
紛
ら
わ
し
い
商
標
を
附
け
た
製
品
を
製
造
販
買
す
る
華
商
・
華
人
企
業
を
極
力
庇
っ
て
い

一
九
二
三
年
五
月
を
境
に
し
て
、
北
京
政
府
は
華
商
・
華
人
企
業
に
封
す
る
姿
勢
を
百
八
十
度
縛
換
さ
せ
た
。
華
商
・
華
人
企

業
は
も
と
よ
り
、
彼
ら
を
側
面
か
ら
擁
護
し
て
き
た
地
方
政
府
や
外
交
部
交
渉
員
が
、
こ
れ
を
北
京
政
府
の
裏
切
り
と
見
て
も
不
思
議
で
は
な

と
こ
ろ
が
、
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た
の
で
あ
る
。

ぃ
。
「

h
E
E
ω
。
告
の
。
円
丘
(
中
岡
肥
自
公
司
)
針
杭
州
東
亜
公
司
事
件
」
で
見
た
よ
う
な
、
商
標
局
の
出
し
た
商
標
改
善
命
令
に
杭
州
東
亜

公
司
は
も
と
よ
り
、
地
元
政
府
や
交
渉
員
ま
で
が
な
か
な
か
従
お
う
と
し
な
か
っ
た
態
度
は
、
そ
の
何
よ
り
の
誼
様
で
あ
る
。

た
。
清
朝
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
、

こ
の
事
件
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
商
標
法
(
一
九
二
一
二
)
制
定
施
行
に
よ
っ
て
北
京
政
府
は
、
困
難
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

ア
メ
リ
カ
政
府
と
締
結
し
た
通
商
航
海
保
約
を
引
き
継
い
だ
以
上
、
そ
の
規
定
に
従
っ
て
、
在
華
外
園

企
業
製
品
商
標
を
保
護
す
る
義
務
は
果
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
り
と
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
自
前
の
商
標
法
(
一
九
二
三
)
を
制
定
施

行
し
て
在
華
外
国
企
業
商
標
の
保
護
に
乗
り
出
せ
ば
、
今
度
は
華
商
・
華
人
企
業
の
反
護
を
招
く
こ
と
に
な
る
。

北
京
政
府
を
打
倒
し
た
南
京
国
民
政
府
も
、
同
じ
矛
盾
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。
北
京
政
府
商
標
局
の
丈
書
を
接
牧
し
、
多
く
の
外
国
企



業
が
申
請
し
た
製
品
商
標
を
そ
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
に
成
功
し
た
と
は
い
え
、
南
京
圃
民
政
府
は
濁
自
に
制
定
し
た
商
標
法
に
基
づ
い
て
こ

(
悦
)

れ
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

な
問
題
に
か
ま
っ
て
い
る
徐
裕
が
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
を
反
映
し
て
か
、

事
態
を
一
層
困
難
に
し
た
の
は
、
満
州
事
嬰
の
勃
設
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
南
京
政
府
は
在
華
外
園
企
業
の
商
標
権
保
護
と
い
っ
た
些
末

ロ
ン
ド
ン
、
東
京
、
そ
し
て
牽
北
に
蔑
さ
れ
た
未
公
刊
文
書
史
料
に

(
侃
)

は
、
満
州
事
費
勃
設
以
降
の
在
華
外
国
企
業
が
ら
み
の
商
標
権
侵
害
紛
争
に
閲
す
る
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
績
く
竿
世

紀
の
大
動
乱
に
よ
っ
て
、
清
末
民
初
以
来
繰
り
康
げ
ら
れ
て
い
た
日
中
、
中
英
、
英
日
間
の
商
標
権
侵
害
紛
争
と
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
の
法

制
化
の
試
み
は
、
忘
却
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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註(
1
)
こ
こ
ま
で
の
経
緯
は
、
拙
稿
「
光
緒
新
政
期
中
岡
の
商
標
保
護
制

度
の
搾
折
と
日
英
封
立
」
(
『
枇
曾
経
済
史
撃
』
第
七
四
巻
第
三
競
、

二
O
O
八
年
九
月
)
(
以
下
拙
稿
[
二

0
0
八
]
と
略
)
、
拙
稿
「
清

末
民
初
に
お
け
る
商
標
権
侵
害
紛
争
|
|
日
中
関
係
を
中
心
に

|
|
」
(
『
枇
曾
経
済
史
的
宣
第
七
五
巻
第
三
競
、
二

O
O
九
年
九

月
)
(
以
下
拙
稿
[
二

O
O
九
]
と
略
)
、
拙
稿
メ
ロ
札
口
]
名
E
2
0

斗門担仏⑦
B
R
r
n
o
ロロ
H
2
5
(リ

E
口
出
向
円
三
岳
⑦
切
H
H
H
F
C
H
F⑦

(
リ

E
E山
由
巾
寸
包
門
日

0
5
2
r
H
k
m
H唱

(HhuNω)ヨ
戸
市
山
(
〕
め
!
日
。

J

阿
見
hH
』
h
w
N

ミ
N

同
HhH。三

Z
E
Hず
2
ω
叶リロ巾円。
B
t
2
M
O
H
Y
(
以
下
拙
稿

[ωCHH]

と
略
)
の
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。

(
2
)

本
稿
で
使
用
す
る
『
H
本
外
務
省
記
録
』
は
、
す
べ
て
『
商
標
模

備
関
係
雑
件
第
二
巻
』
(
フ
ァ
イ
ル
番
競
ω
印。

-E)
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
原
文
は
漢
字
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
あ
る
が
、
本
稿
で
の
引
用

に
嘗
た
っ
て
、
漢
字
ひ
ら
が
な
表
記
に
改
め
た
。

(
3
)
本
稿
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
園
立
公
文
書
館
所
裁
の
女
王
が
版
権
を

有
す
る
未
公
刊
文
書
(
白
石

5rr(同
日
ロ
ヨ
Z
0
3
H
H
m
Z
E
白
血

円
。
口
同
己
か
ら
の
引
川
用
は
、
同
館
の
規
定
に
従
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政

府
出
版
局
管
理
官
(
叶
}
H
O
B
E
S
-
-
2
0日
間

2

E
と
2
q，回

ω
E

C
C
E
弓
C
H
門
戸
市
⑦
)
か
ら
の
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

(
4
)

「
公
第
四
七
競
在
牛
荘
領
事
清
水
八
百
一
↓
外
務
大
臣
伯
爵
内

田
康
哉
」
(
一
九
二
二
年
三
月
六
日
)

0

(
5
)
「
機
常
公
第
四
披
在
沙
市
領
事
館
事
務
代
理
富
田
安
兵
衛
↓
外

務
大
臣
伯
爵
内
田
康
哉
」
(
一
九
二
二
年
三
月
六
日
)
、
「
機
密
第
八

競
在
山
頭
領
事
代
理
打
田
庄
六
↓
外
務
大
臣
伯
爵
内
問
康
哉
」

(
一
九
二
二
年
三
月
一
六
日
)
、
「
機
密
往
第
二
六
競
在
九
江
領
事

相
原
庫
五
郎
↓
外
務
大
臣
伯
爵
内
田
康
哉
」
(
一
九
二
二
年
五
月
四

日
)

0

(
6
)
「
機
需
第
九
披

89 

在
芝
田
不
領
事
館
事
務
代
理
荒
慕
↓
外
務
大
臣
伯
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爵
内
田
康
哉
」
(
一
九
二
二
年
三
月
六
円
)

0

(
7
)

「
機
密
第
一
一
一
一
競
在
贋
東
総
領
事
藤
田
栄
介
↓
外
務
大
臣
伯
爵

内
田
康
哉
」
(
一
九
二
二
年
二
月
六
日
)
。

(
8
)

「
李
錦
給
↓
藤
田
栄
介
(
機
密
第
一
一
一
一
競
在
庚
束
線
領
事
藤
田

対
中
市
介
↓
外
務
大
臣
伯
爵
内
田
康
哉
附
属
文
書
)
」
(
一
九
二
二
年
二
月

一
一
一
円
)

0

(
9
)

「
公
第
四
一
披
、
康
束
総
領
事
藤
同
条
介
↓
外
務
大
臣
伯
島
内
田

康
哉
」
(
一
九
二
二
年
二
月
二
四
日
)

0

(
叩
)
「
機
密
第
一
九
競
在
慶
一
束
総
領
事
藤
田
栄
介
↓
外
務
大
臣
伯
爵

内
田
康
哉
」
(
一
九
二
二
年
三
月
四
日
)

0

(
日
)
「
通
監
機
密
第
一

O
披
内
出
大
臣
↓
在
贋
束
藤
田
総
領
事
」
(
一

九
二
二
年
四
月
六
円
)
、
「
機
密
第
五
三
競
在
慶
東
総
領
事
藤
出
栄

介
↓
外
務
大
臣
伯
爵
内
出
康
哉
」
(
一
九
二
二
年
七
月
一
日
)

0

(
ロ
)
拙
稿
[
二

O
O
九
]
一
五
l
一
七
頁
を
参
照
。

(
日
)
拙
稿
[
二

0
0
八
]
一

O
頁
参
照
。

(
日
)
「
通
監
普
通
第
三
九
披
内
田
大
臣
↓
在
恰
爾
演
山
内
線
領
事
」

(
一
九
二
二
年
四
月
一
七
日
)

0

(
日
)
「
公
第
八
四
競
在
恰
爾
漬
総
領
事
山
内
四
郎
↓
外
務
大
臣
伯
爵

内
田
康
哉
」
(
一
九
二
二
年
二
月
二
五
円
)

0

(
日
)
拙
稿

[
N
o
-
-
]

宅
H

H

N

を
参
照
。

(
げ
)
「
公
第
二
六
七
競
在
牛
荘
日
本
領
事
館
事
務
代
理
田
中
正
一
↓

外
務
大
臣
男
爵
伊
集
院
彦
士
口
附
属
書
類
添
附
」
(
一
九
二
三
年
今

一
一
月
七
日
)
。

(
四
)
「
公
第
一
、
三
三
競
在
牛
荘
領
事
代
理
田
中
正
一
↓
外
務
大
臣

男
爵
伊
集
院
彦
士
口
」
(
一
九
二
四
年
一
月
四
日
、
二
九
日
)
、
「
公
第

七
九
披
在
牛
荘
領
事
中
山
詳
一
↓
外
務
大
臣
男
爵
松
井
慶
四
郎

附
属
書
類
添
附
」
(
一
九
二
四
年
三
月
一
七
日
)
o

こ
こ
に
ニ
一
日
う
「
商

標
法
第
三
九
候
」
と
は
、
正
確
に
は
商
標
法
第
三
九
候
第
七
款
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
候
文
は
「
関
子
同
会
商
品
、
以
奥
他
人
註
知
商
標

相
同
、
戎
近
似
之
商
標
使
用
於
管
業
所
用
之
虞
告
、
招
牌
、
車
票
及

其
他
交
易
字
援
者
、
庭
虎
一
年
以
ド
之
徒
刑
、
戎
五
百
一
冗
以
ド
之
罰

金
並
浸
牧
其
物
件
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
四
)
「
通
監
第
四
O
五
競
幣
原
大
臣
↓
在
青
島
堀
内
嫡
総
領
事
・
在
済

南
吉
津
領
事
代
田
呪
附
属
書
類
添
附
」
(
一
九
二
四
年
七
月
一
九
日
)
、

「
普
通
受
第
一
五
一
披
大
阪
市
北
匿
富
田
町
三
九
番
地
株
式
含
祉

安
住
大
薬
房
取
締
役
一
服
長
安
住
伊
三
郎
↓
外
務
省
通
商
局
長
長
井
松

コ
こ
(
一
九
二
四
年
八
月
六
日
)
、
「
公
第
四
二
一
競
在
青
島
総
領

事
堀
内
謙
介
↓
外
務
大
臣
男
爵
幣
原
喜
重
郎
」
(
一
九
二
四
年
八
月

一
一
日
)

0

(
初
)
「
機
常
第
一
競
在
遼
陽
領
事
薮
野
義
光
↓
外
務
大
臣
男
爵
松
井

慶
四
郎
」
(
一
九
二
四
年
一
月
一
一
一
円
)

0

(
幻
)
拙
稿
[
二

O
O
九
]
七
l
九
、
一
七
l
一
一
一
頁
参
照
。

(
幻
)
「
機
常
第
四
競
在
杭
州
領
事
代
理
清
野
長
太
郎
↓
外
務
大
臣
男

爵
松
井
慶
四
郎
」
(
一
九
二
四
年
一
月
一
五
日
)

0

(
お
)
「
機
需
第
四
披
在
長
沙
領
事
田
中
壮
太
郎
↓
外
務
大
臣
男
爵
松

井
慶
四
郎
」
(
一
九
二
四
年
一
月
二
日
)

0

(
但
)
こ
の
事
件
に
閲
す
る
記
録
も
「
機
密
第
四
披
在
長
沙
領
事
田
中

壮
太
郎
↓
外
務
大
臣
男
爵
松
井
慶
四
郎
」
(
一
九
二
四
年
一
月
二

日
)
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(お
)

E

O

B

ロ
ロ
r
c叱
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
[
二

O
O
八
]
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『
館
蔵
奮
時
商
標
選
」
(
士
口
呉
軒
出
版
世
、
二

O
二
一
年
)

頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
M
U
)

「
l

賓
昌
燭
廠
陳
遮
並
未
冒
用
英
商
白
組
氏
商
標
理
由
致
蘇
州

線
商
曾
的
呈
文
、
一
九
二
二
年
八
月
二
九
日
」
、
「
2
・
蘇
州
総
尚
含

潟
陳
述
賓
日
円
燭
廠
未
官
牌
理
由
致
共
同
脚
知
事
公
岩
函
、
一
九
二
二
年

九
月
二
日
」
(
『
蘇
州
商
曾
槍
案
叢
編
第
三
輯
」
[
華
中
師
範
大
間
半
出

版
枇
、
二

O
O九
年
]
六
九
八
l
七
O
O
頁
)

0

(
位
)
「
3
・
央
豚
知
事
公
署
縛
遠
江
蘇
交
渉
公
署
訓
令
催
灘
賓
昌
燭
廠

同
同
牌
事
致
蘇
州
総
商
曾
函
、
一
九
二
二
年
一
一
月
一
一
一
日
」
、
同
七
O

-
ー
二
頁
。

(
必
)
「
4
.
賓
昌
燭
廠
函
復
蘇
州
総
商
舎
陳
述
太
公
牌
商
標
並
未
冒
混

英
商
白
雄
氏
商
標
的
理
由
、
一
九
二
二
年
一
一
月
一
三
円
」
、
同
七

O
二
頁
、
「
5
・
蘇
州
総
商
合
同
請
呉
際
知
事
轄
致
江
蘇
交
渉
公
署
並

告
知
英
商
賓
昌
燭
廠
並
未
胃
牌
的
公
函
、
一
九
二
二
年
二
月
一
九

日
」
同
七

O
三一貝。

(
叫
)
「
6

呉
服
脚
知
事
公
署
轄
呈
江
蘇
交
渉
公
署
訓
令
対
理
賓
昌
燭
廠

日
同
牌
案
致
蘇
州
総
商
曾
函
、
一
九
二
二
三
一
つ
山
年
二
月
二
六
日
」
、

同
七
O
一
二
!
四
頁
。
な
お
、
こ
の
史
料
に
引
用
さ
れ
た
「
洋
商
委
治

嘆
類
封
華
興
経
理
王
新
甫
事
件
」
の
原
告
の
原
名
と
事
件
の
概
要
は
、

首
該
時
期
の
「
ノ
l
ス
・
チ
ャ
イ
ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
」
や
町
(
)
N
N
∞
に

該
賞
す
る
記
録
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
で
あ
る
。

(
釘
)
「
7
.
呉
豚
知
事
公
署
縛
遠
江
蘇
交
渉
公
署
指
令
勘
賓
昌
燭
廠
改

饗
商
標
致
蘇
州
線
商
曾
函
、
一
九
二
三
年
五
月
五
円
」
、
同
七

O
四

l
五
頁
。

(
必
)
「
8

賓
昌
燭
廠
告
知
蘇
州
総
尚
曾
改
愛
尚
標
的
呈
文
、

710 

一O
五

九

三
年
五
月
二
八
円
」
、
同
七

O
五
頁
。

(
幻
)
前
掲
拙
稿

[
N
O
-
-
]

害
虫
l
印

(同叩
)
H
H
O
N
N
∞
¥ωω
寸
寸
∞
CCH¥ω
仏
¥HHω

開口口
-Dω
戸
円
。
回
当
Oω

ゲ

ω

E

ω
君
主
O司
ロ

2
]〕山
z
r
H
A
D
ω

∞
O
H
ω
O
]
U
Z
E
r
2
H
印'戸川
VNKHU
〉
戸

m

y

ω
4
門戸日明

E
N
仏
閃
み
に
「
(
リ
同
c
d
司
ロ
の
山
口
丘
2
(王
冠
牌
)
」
ロ
ウ

ソ
ク
は
、
一
九
二
三
年
に
寧
波
で
も
俄
遺
品
が
出
回
っ
て
い
た
こ
と

が
、
寧
波
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
報
告
書
に
記
さ
れ
て
い
る

(問。
N
N
∞
¥ωω
吋G

出
。
出
血
口
ι-ou「ロ
2
円可

H
O
]

問。口出
-ιγ
向山口
I

F
3、
Z
C
印(〕
w
Z
H口
問
唱
。
占

HNe
巴

⑦

円

e]戸
市
町

ω
ω
)
0

(
羽
)
司

CMω
∞
¥ωω
吋吋∞
C
C
H
¥
N
仏
¥-Hω

同ロロ
-cω
戸z
z
o
ω
E
ω
君
主
C司

〔

-
Z
甘えロ
r
z
o
ω
∞
H
O
M
)巾
rH
ロ開門日丘町仏

ω
の
]ue]{
印']戸市山
N
P
∞町七一{()ヨ

]「匂
N
品

(
叩
)
明
，

C
N
N
∞
¥ωω
吋
吋
∞
C
C
H
¥
凶品
¥HHω

〔リ
0
2
-

同弓
]
S
H
O

同
O
R
ユ
L

Z
R
r
a
z
c
ω
∞
ω

4

5

5

2
ゆ

HrHL
∞印日印
¥NhH¥
円
。
何
ロ
ロ
-cl

印戸
B
Z
O
H
E
ω
唱
え
O耳
(
出
回
古
田
庁
内
『

Z
c
ω
m
W
C日

ω
O
]
U
H
O
E
r
o
H
N
吋回叫

]「匂
N
九戸ヨ

ω
o
H
)
N
N
ヨ
HmvNKH

(日
)
H
H
O
N
N
∞
¥ωω
寸
寸
∞
印
日
印
¥NAF¥HH
匂
何
回
口
-c
∞戸
H
O
Z
O
N
E
ω
君
主
口
当

(-5古
田

z
r
z
c
ω
匂
C
H
ω
命日)円。
E
r
2
N
戸

H
匂凶九「

ω
命日〕

N
戸
日
匂
凶
供
一

HrHL

∞印印印
¥
N
九戸
¥
H
H
m
v
h
σ
口
己
同
ロ
r
o
g
河口口日
-LY~[
山口
-
2
3
1
Z
0
・

ω
市Y
ω
o
H
)
ω
叶

aHmuNhrHrH(日
∞
⑦
吋
吋
¥
N
k
H
¥
N
H
H
W
ロロ
]
O
ω
E
H
O
H
ロ
ω
君臼

件。耳岳印日)日
z
r
z
c
λ
F
N
o
h
c
z
c
r
2
N
U
H
m
u
N
A「
ο
2
Y
H
匂
N
吋一

「
愛
油
頭
交
渉
員
代
電
」
(
。
ω
H
∞
H
N
G
(
印)
N

『
外
交
部
槍
案
』
一

九
二
四
年
十
月
コ
二
日
)
、
「
油
頭
交
渉
員
呈
」

(
ο
ω
5
5
⑦(日
γω

同
一
九
二
四
年
二
一
月
一
一
一
口
)

0

(
臼
)
「
後
油
頭
交
渉
員
指
令
」
(
。
ω
E
H
N
G
(
日
)
印
『
外
交
部
棺
案
』

92 
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会
九
二
四
年
二
一
月
五
日
)
一
町

ONN∞
¥ωω
吋
∞
己
告
吋

¥NKF¥己
∞

町
円
。
居
者
自
の

EEHν
戸

ぢ

同

E
Z
5
2
2
ロ
2

。
E
E
一

「
牧
油
頭
痛
交
渉
員
呈
」

(
ο
ω
E
G
G
(印
)l匂
『
外
交
部
桔
案
』

九
二
五
年
一
月
一
七
日
)
、
「
取
出
頭
交
渉
員
呈
」

(
C
ω
5
5⑦(印)

呂
、
同
一
九
二
五
年
二
月
九
日
)
。

(
日
)
「
寧
波
交
渉
員
一
件
」

(
8
1
5
1
5叶
l(N)lH
「
英
商

E
細
亜
公
司

沿
旧
帽
商
標
輿
光
華
廠
櫨
帽
商
標
糾
葛
案
』
、
一
九
二
六
年
六
月
九
日
)
、

「
農
商
部
函
一
件
」

8
1
5
1
巳
吋
lpγω
問
、
一
九
二
六
年
八
月
二

七
日
)
。

(
日
)
「
術
江
交
渉
員
呈
一
件
」

(
5
1
5
1
E吋
lElH
『
英
商
中
園
肥
巴

公
司
山
県
杭
州
東

E
公
司
等
商
標
糾
葛
案
』
一
九
二
五
年
四
月
一
四

日
)
、
拙
稿
「
釘
外
通
商
紛
争
に
お
け
る
『
中
華
民
族
主
義
』
の
役

割
|
|
J
森
十
仁
丹
商
標
権
侵
害
訴
訟
(
一
九
一
七
一
一
一
一
)
を
中
心

と
し
た
一
考
察
|
|
」
(
貴
志
俊
彦
編
『
不
平
等
線
約
鐙
制
下
、
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
外
国
人
の
法
的
地
位
に
閲
す
る
事
例
研
究
〔
課
題

香
競
一

E
N
O
N
E巴
平
成
一
五
年
度
l
平
成
一
七
年
度
日
本
向
学
術

振
興
命
日
科
息
子
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
凶
山
」
〔
一
小
成
一
九
年
三

月
〕
所
収
)

0

(
日
)
「
農
商
部
函
一
件
」

(
8
1
5
1
5叶
l(})l印
『
英
商
中
国
肥
自
公
司

奥
杭
州
東
亜
公
司
等
商
標
糾
葛
案
」
一
九
二
五
年
六
月
二
二
日
)

0

(
日
)
「
致
特
一
淑
湖
江
交
渉
員
指
令
稿
」

(
8
1
5
1
5吋
l(同

)l小
『
英
商
中

図
肥
自
公
司
輿
杭
州
東
亜
公
司
等
商
標
糾
葛
案
」
一
九
二
五
年
六
月

会
六
日
)
、
「
湘
江
特
汲
員
単
一
件
」

(CU15ー
ロ
吋
l(午
呂
同
一
九

二
五
年
八
月
三
日
)

0

(
日
)
「
農
商
部
否
一
件
」

(
S
I
Z
-
-自
lEl叶
『
芙
尚
中
凶
肥
自
公
司

奥
杭
州
束
亜
公
司
等
商
標
糾
葛
案
』
会
九
二
五
年
七
月
四
日
)

0

(
お
)
「
漸
江
交
渉
員
呈
一
件
」

(
C
ω
5
5吋
(
巴
∞
「
英
商
中
園
肥
自
己

公
司
輿
杭
州
東
亜
公
司
生
寸
商
標
糾
古
村
案
』
ム
九
二
五
年
七
月
二

O

口
)
、
「
農
商
部
函
一
件
」

(
ο
ω
5
5吋
(H)
己
同
一
九
二
五
年

一
O
月
六
日
)
、
「
致
特
汲
漸
江
交
渉
員
指
令
稿
」

(
ο
ω
5
5吋(])

l
E
同
一
九
二
T

九
年
一

O
月
九
円
)
。
因
み
に
、
こ
の
「
ヨ
『
己

ωo毛
(
車
輪
牌
)
」
石
鹸
は
、
一
九
二
三
年
に
も
寧
波
で
僑
遺
品
が

製
造
販
賀
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
の
関
係
文
書
が
、
イ
ギ
リ
ス
外
務

省
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
「
4goo-ω
己
主
(
車

輪
牌
)
」
包
装
箱
の
見
本
と
俄
遺
品
見
本
が
含
ま
れ
て
い
る

(HHONN∞
¥ωω
言

問

。

同

g
E
a
ロ
2
ミ

FD]
河口

E
E
呂田口

-2可
Z
c
g
叫
一
言
口
明
言
ヨ
ロ
ロ

2
5
N
ω
)
が
、
一
九
二
六
年
段
階

で
の
紛
争
記
録
は
ど
う
い
う
誌
か
時
枕
さ
れ
て
い
な
い
。

(
印
)
「
農
商
部
函
一
件
」

(
C
ω
5
5吋
(
午

5
『
英
商
中
園
肥
邑
公
司

奥
杭
州
東

E
公
司
等
商
標
糾
葛
案
』
一
九
二
六
年
二
月
一
一
一
一
日
)
、

「
致
寧
波
交
渉
員
指
令
稿
」

(
C
ω
E
H
N吋
(
午
広
同
一
九
二
六

年
三
月
四
日
)

0

(
印
)
「
寧
波
交
渉
員
呈
一
件
」

(
C
ω
E
H
N叶
二
了

5
『
英
商
中
園
肥
白
己

公
司
輿
杭
州
東
亜
公
司
等
商
標
糾
葛
案
』
一
九
二
五
年
二
月
一
一
一

口
)
、
「
寧
波
闘
交
渉
員
呈
一
件
」

(
O
ω
5
5叶
(
午
コ
同
一
九

二
六
年
五
月
一
七
日
)
。

(
引
)
こ
の
石
鹸
商
標
も
、
一
九
二
三
年
に
寧
波
で
、
別
な
華
人
企
業
に

よ
る
模
造
口
聞
が
出
回
っ
た
こ
と
か
ら
、
員
正
商
標
と
こ
の
時
摘
愛
さ

れ
た
模
造
口
m
商
標
が
、
寧
波
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
報
告
書
の
中
に
収

め
ら
れ
て
い
る
(
司
C
N
N
∞
¥ωω
吋
。
図
。
出
向
ロ
門
口
ミ
ロ
2
弓

5
し「。
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問
。

E
E
Y向
山
口

-
2可

HAD
印

C
u
F
ロ
明
言
ヨ
ロ
ロ
2
5
N
ω
)
が
、
泉

幽
豆
自
己
廠
が
製
造
販
責
し
て
い
た
模
造
口
m
の
見
本
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
務

省
記
録
に
も
、
近
代
史
研
究
所
槍
案
に
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。

(
臼
)
「
寧
波
交
渉
員
呈
会
件
」

(
C
ω
5
5叶

(
H
Z
∞
『
英
商
中
園
肥
白

公
司
奥
杭
州
東
田
公
司
等
商
標
糾
葛
案
』
、
一
九
二
六
年
五
月
二
四

日
)
、
「
農
商
部
凶
一
件
」

(
C
ω
E
H
N吋

E
N
O

同
一
九
二
六
年

八
月
七
日
)

0

(
臼
)
拙
稿

[NOHH]
右
目
仏

(
臼
)
拙
稿
」

r
z白

押

HOE-H印
H
O
O
Z
E
B
Oロペ回一
E
H
E
R
H
O
何回

g
t

-
H
印
}
同
日
叶
門
戸
(
目
。
門
出
向
門
]
凶
同
)
門
口
円
。
ロ

2
0ロ

ω可
ω
Z
B
J
H匂
凶
吋

H匂一凶
H
V
』
向
。
札

2
d
bミお
h
H
ミ
5
F
S
S
E
-
r
g
Eロ
加
を
参
照
。

(
日
)
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
種
の
商
標
権
侵
害
紛
争
が
起
き
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
五
回
運
動
以
来
、
華
商
・
華
人

企
業
の
製
品
商
標
を
模
造
し
た
商
標
を
つ
け
た
製
品
を
販
責
し
て
南

京
政
府
商
標
局
の
摘
愛
を
受
け
て
い
た
日
本
企
業
の
事
例
が
存
在
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
日
中
戦
争
中
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
左

旭
初
『
中
岡
商
標
法
律
史
(
近
現
代
部
分
)
』
(
知
識
崖
権
出
版
枇
、

二
O
O
五
年
)
三
五
五
!
九
頁
を
参
照
。

※
本
稿
は
、
二

O
O
四
年
度
早
稲
田
大
卒
特
定
課
題
研
究
費
助
成
、
二

O
O
五
年
度
財
圏
法
人
清
明
合
研
究
助
成
金
、
並
び
に
文
科
省
平
成
一
八
年
度
基
盤
研

究
川
「
民
国
期
中
園
に
於
け
る
商
標
保
護
制
度
確
立
に
関
す
る
研
究
」
研
究
助
成
金
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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THE SYSTEM TO PROTECT FOREIGN COMP ANIES' TRADEMARKS 

CIRCA THE PERIOD OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE CHINESE PATENT LAW OF 1923: 

WITH A FOCUS ON THE DISPUTES 

OVER INFRINGEMENT OF 

TRADEMARKSBETWEEN 

CHINA AND JAP AN 

AND CHINA AND 

GREAT BRITAIN 

MOTONO Euchi 

Based on the stipulations of the Treaty of Commercial Relations and Naviga-

tion that was concluded between the Qing government and the governments of 

Great Britain， the United States， and ]apan between 1902-1903， successive 

Chinese governments assumed the duty of protecting the trademarks of foreign 

firms operating in China. However， the establishment of a trademark law based on 

this treaty proved unexpectedly difficult. The reason for this difficulty was fact 

that while the ]apanese government insisted that the Chinese government im-

plement a trademark law based on出efirst-to-file principle出athad originated in 

Europe， ]apanese firms， which possessed imitations or forgeries of product 

trademarks of Western firms， planned on the other hand to have their product 

trademarks recognized prior to the trademarks of the Western firms. 

Western firms in China and the diplomatic missions of the Western countries， 

beginning with the British government， had pressed the Chinese government to 

establish a trademark law based on the their own principle of first-to-use， but 

when this failed， they opposed completely the implementation of the trademark 

law drafted by the Chinese government. However， their resistance did not last 

long， and the Chinese government successfully implemented its own trademark 

law in 1923. 

Then what effect did this first trademark law in the history of China have on 

suppressing disputes over trademark infringement that occurred between foreign 

firms in China叩 dChinese firms? This article analyzes the extant records of 12 

disputes in domestic and foreign sources and provides evidence of the unantici-

pated results of the trademark law in suppressing the imitation of foreign trade-
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marks by Chinese firms and reevaluates the policy of protecting foreign trade 

marks by the Beijing government. However， this at出esame time resulted in the 

strengthening of reaction of Chinese firms against the B吋inggovernment. This 

was because they were attempting to legitimize the production and sales of imita-

tion products with trademarks of foreign firms under the slogans of“reviving 

national pr吋 ucts"and “retrieving rights". 

Therefore， a trademark law was estab!ished as a diplomatic promise based on 

the conclusion of the treaty， but if it was observed， opposition仕omdomestic 

firms could not be avoided， and the Peking government was thrown into a difficult 

position regarding trademark protection. Likewise， the Nanjing government， which 

overthrew the Beijing government， was also unable to overcome these conflicting 

demands. 

NETWORKS OF PORT TOWNS AND THE SO-CALLED 

“BANIYAN MERCHANTS": THE ACTIVITIES 

OF KACHCHHI BHATIYA MERCHANTS 

IN 19TH-CENTURY ZANZIBAR 

SUZUKI Hideaki 

By focusing on the activities of the KachchhI Bhatiya merchants in 19出-

century Zanzibar， this article grapples with two important issues in the history of 

the Indian Ocean world that have not received sufficient concrete consideration. 

One neglected issue is， on the assumption that port towns are understood as 

places of accumulation and exchange of multiple varieties of people， goods， in-

formation， and money， how did the towns organize these multiple flows. The 

second issue is the “Baniyan merchants" who frequently appear in Western sour-

ces that comment on the port towns of the western Indian Ocean. These two 

issues form the two sides of a single problem in 19th-century Zanzibar. This article 

focuses on the commercial activities of the KachchhT Bhatiya who were particularly 

influential among the “Baniyan" merchants of 19th-century Zanzibar in an attempt 

to clariぢthesetwo issues. The following points have been elucidated on the bases 

of these considerations. In short，出eiractivities cannot be delimited within a strict 

definition of commercial traders. Instead， their commercial activities were firmly 
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